
（平成２１年２月４日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 29 件

国民年金関係 23 件

厚生年金関係 6 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 49 件

国民年金関係 24 件

厚生年金関係 25 件

年金記録確認埼玉地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



埼玉国民年金 事案 1481 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 42 年８月から 43 年 10 月までの期間、44

年４月から同年５月までの期間、45 年 11 月から 55 年５月までの期間及び 60

年４月から 62 年９月までの期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

られることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 42 年８月から 55 年５月まで 

             ② 昭和 60 年４月から 62 年９月まで 

申立期間①の国民年金保険料は、昭和 55 年６月に厚生年金保険に加入す

る際、過去の国民年金保険料の未納分をさかのぼって納付できることを聞き、

夫の未納分の一部とともに特例納付によりさかのぼって一括納付した。 

また、申立期間②の保険料は、夫の分とともに最寄りの金融機関で納付し

ていた。 

申立期間①及び②が未納となっていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、その夫が経営していた広告会社が昭和

55 年６月に厚生年金適用事業所になるのに伴って厚生年金保険に加入し、

その際、国民年金保険料の過去の未納分をさかのぼって一括納付できること

を聞き、夫の未納分の一部とともに申立期間①の保険料を一括納付したとし

ているところ、55 年６月は第３回特例納付の実施期間中であり、申立期間

①は一部を除き強制加入被保険者期間であるため、その期間については特例

納付を用いて保険料を一括納付することが可能であり、申立人の年金手帳に

は、昭和 55 年６月に特例納付を行ったことがうかがえるメモ書きがある上、

夫にはその時期に特例納付により過去の未納分の一部をさかのぼって納付

した記録があることから、その内容に不自然さはみられない。 

また、申立人の母親が当時使用していた手帳には、昭和 55 年５月 13 日に

「年金のお金」として 60 万円を申立人から預かったとのメモ書きがあり、



母親もそのことを裏付ける証言をしており、その金額は、申立期間①のうち

の強制加入被保険者期間及び夫の特例納付実施期間の保険料を一括納付し

た場合の保険料額とおおむね一致している。 

  さらに、夫が経営していた会社の当時の経理担当者は、申立人が申立期間

①の保険料の一括納付を行ったとしている時期に、申立人と夫が月額合計約

100 万円の給料を得ていたと証言しており、申立期間①の保険料を一括納付

することは十分可能な経済状態であったと認められる。 

  一方、申立期間①中の昭和 43 年 11 月から 44 年３月までの期間及び 44

年６月から 45 年 10 月までの期間については、夫が厚生年金保険に加入して

いるため、申立人は国民年金の任意加入期間となり、特例納付の対象期間と

はならず、同期間の保険料の納付を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）

や周辺事情も見当たらないことから、一括納付したとする 55 年６月に同期

間の保険料をさかのぼって納付したとは考え難い。 

 

２ 申立期間②について、申立人は、その夫の国民年金保険料とともに、主に

最寄りの金融機関で保険料を納付したとしているところ、夫婦共に申立期間

②の前後の期間は納付済みとなっており、納付したとしている金融機関も申

立人宅の近隣に存在していたことが確認できていることから、その内容に不

自然さはみられない。 

  また、申立期間②当時は、夫が経営していた広告会社を売却して自営で広

告業を始めた時期であるが、会社経営時と収入に大きな変動は無く、乗用車

を２年ごとに買い換え、平成元年には県内に土地を購入しているなど、保険

料を未納とする経済事情は見当たらない。 

 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 42 年８月から 43 年 10 月までの期間、44 年４月から同年５月までの期

間、45 年 11 月から 55 年５月までの期間及び 60 年４月から 62 年９月まで

の期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



埼玉国民年金 事案 1484 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 39 年４月から 40 年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男    

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 36 年 12 月から 40 年３月まで 

             ② 昭和 40 年 10 月から 41 年３月まで 

申立期間について、自宅にＡ区役所から集金人が来て支払っていたことが

記憶にあり、国民年金保険料は３か月ごとに夫婦二人分を納付していた。未

納とされていることに納得がいかない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

    申立期間①及び②について、申立人は、昭和 37 年にＡ区に転居して以来、

定期的に集金に来ていたＡ区の職員に国民年金保険料を納付したとしている

ところ、申立人の国民年金手帳記号番号は、申立期間①中の昭和 39 年９月に

払い出されており、同番号の前後の番号の 50 人について保険料の納付開始月

を調査したところ、39 年４月が最も多いことから、申立人の申立期間①につ

いても、39 年４月以降に納付したとするのが自然である。 

一方、申立期間①のうち、39 年３月以前については、過年度納付によりさ

かのぼって納付することとなるが、申立人はそのような納付をした記憶はない

としており、その期間の保険料の納付を裏付ける関連資料（家計簿、確定申告

書等）も見当たらない。 

また、申立期間②について、申立期間②直後の昭和 41 年度の保険料が 43

年６月にさかのぼって納付されていることから、当時、保険料の定期的納付が

行われていなかったことがうかがえ、保険料の納付を裏付ける関連資料（家計

簿、確定申告書等）も見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和39年４月から40年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 



埼玉国民年金 事案 1485 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 39 年４月から 40 年３月までの期間及び昭

和 42 年４月から 44 年３月までの期間の国民年金保険料については、納付して

いたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女    

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 10 年生まれ 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 38 年３月から 40 年３月まで 

             ② 昭和 40 年 10 月から 41 年３月まで 

             ③ 昭和 42 年４月から 44 年３月まで 

申立期間①及び②については、Ａ区役所の職員が自宅に集金に来ており、

夫の分と二人分の国民年金保険料を３か月ごとに納付していた。また、申立

期間③については、長男が幼稚園か小学校低学年のころにＡ区から通知をも

らい、長男と年子の弟と二人を連れてＡ区Ｂ出張所で滞納していた保険料を

納付する手続をした記憶がある。未納とされていることに納得がいかない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

 １ 申立期間①及び②について、申立人は、昭和 37 年にＡ区に転居して以来、

定期的に集金に来ていたＡ区の職員に国民年金保険料を納付したとしている

ところ、申立人の国民年金手帳記号番号は、申立期間①中の昭和 39 年９月に

払い出されており、同番号の前後の番号の 50 人について保険料の納付開始月

を調査したところ、39 年４月が最も多いことから、申立人の申立期間①につ

いても、39 年４月以降に納付したとするのが自然である。 

一方、申立期間①のうち、39 年３月以前については、過年度納付によりさ

かのぼって納付することとなるが、申立人はそのような納付をした記憶はない

としており、その期間の保険料の納付を裏付ける関連資料（家計簿、確定申告

書等）も見当たらない。 

また、申立期間②について、申立期間②直後の昭和 41 年度の保険料が 43

年６月にさかのぼって納付されていることから、当時、保険料の定期的納付が

行われていなかったことがうかがえ、保険料の納付を裏付ける関連資料（家計



簿、確定申告書等）も見当たらない。 

 

 ２ 申立期間③について、申立人は、Ａ区役所で過去の未納の保険料をさかのぼ

って納付できることを聞き、長男が幼稚園か小学校低学年のころに、二人の幼

い息子を連れてＡ区役所Ｂ出張所にて、夫の過去の未納分とともに、納付の手

続をしたとしているところ、社会保険庁の被保険者台帳によれば、夫について

は昭和 47 年４月に申立期間③の保険料を特例納付した記録があり、47 年４月

は長男が小学校２年生で、次男は１年生であったことから、その内容に不自然

さはみられない。 

   また、申立人は、納付した保険料額について、２万円くらいと記憶しており、

申立期間③の夫婦二人分の保険料を特例納付した場合の保険料額が２万 1,600

円となることから、おおむね一致している。 

 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和39年４月から40年３月までの期間及び昭和42年４月から44年３月までの

期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



埼玉国民年金 事案 1487 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 38 年４月から 39 年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38 年４月から 39 年３月まで 

    申立期間については、妻の国民年金保険料とともに集金人に納付しており、

納付記録が無いことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料について、集金人に納付していたとし

ているが、当時、申立人が居住していたＡ区では、区職員による家庭訪問徴収

制度があったことがＡ区史から確認でき、その内容に不自然さはみられない。 

また、申立人及びその妻の国民年金手帳の保険料検認記録欄には、申立期間

の保険料を納付したことを示す検認印が無いが、申立人の妻に係る社会保険庁

の納付記録では、同期間も納付済みとなっていることから、当時の集金人によ

る手帳検認が適切に行われなかったことがうかがえる。 

さらに、申立期間は、12 か月と短期間であり、申立人は申立期間を除き国民

年金保険料をすべて納付しており、納付意欲は高かったものと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



埼玉国民年金 事案 1488 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 46 年４月及び同年５月の国民年金保険料

については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正するこ

とが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45 年７月から 46 年５月まで 

私の国民年金の加入手続及び保険料の納付は、母から適切に行ったと聞い

ているので、申立期間が未納となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち、昭和 46 年４月及び同年５月については、申立人の国民

年金手帳記号番号が、48 年中に払い出されたと推認できるため、納付済みと

なっている 46 年６月は、過年度納付されたものと考えられるが、申立期間

当時、保険料の収納は年度当初からの３か月単位で行われていたことから、

当該期間が未納となっているのは不自然である。 

 

２ 一方、申立期間のうち、昭和 45 年７月から 46 年３月までについては、申

立人の国民年金手帳記号番号が払い出されたと推認できる 48 年当時、時効

成立後のため、保険料の納付が不可能であったと考えられ、ほかに当該期間

の保険料を納付した周辺事情はうかがえない。 

 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 46 年４月及び同年５月の国民年金保険料については、納付していたも

のと認められる。 



埼玉国民年金 事案 1489 

 

第１ 委員会の結論 

      申立人の昭和 36 年４月から 37 年９月までの国民年金保険料については、 

  納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要 

  である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月から 37 年９月まで 

    私は、住み込みでお手伝いの仕事をしていた家のご主人から「昭和 36 年

４月に国民年金制度ができるので、区役所に行って加入手続をして保険料を

納めなさい」と言われたので、自分でＡ区役所の出張所に行き、国民年金の

加入手続をして保険料を納付し始めたが、昭和 37 年 10 月に結婚をしてから

は生活が苦しくなり、保険料を納付できなくなったものの、申立期間は保険

料を納めているので、未納となっていることに納得がいかない｡ 

 

第３ 委員会の判断の理由 

    申立人は、勤め先の主人から「昭和 36 年４月に国民年金制度が発足するの

で、Ａ区役所に行って自分で加入手続をして保険料を納めなさい」と言われ

たので、主人から渡された加入通知票を持参し自分で区役所に行き、国民年

金に加入したと申し立てており、加入した際の記憶が鮮明で、かつ、申立人

は、加入当時の国民年金保険料を 100 円と供述しており、当時の月額保険料

と一致することから申立内容の信憑
ぴょう

性の高さがうかがわれる。 

また、申立人は、昭和 39 年４月から 40 年３月までの期間及び 42 年 10 月の

国民年金保険料を 50 年８月 16 日に特例納付しているが、特例納付する場合、

より過去の未納期間の保険料から納付することが一般的であることから、申立

期間は特例納付時において保険料納付済みとして記録されていたと考えるこ

とが自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



埼玉国民年金 事案 1492 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 51 年４月から同年 11 月までの期間及び平

成２年４月から３年３月までの期間の国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  ① 昭和 46 年４月から 51 年 11 月まで 

② 昭和 62 年７月から 63 年３月まで 

③ 平成２年４月から３年３月まで 

国民年金保険料の納付記録を確認したところ、申立期間①、②及び③の納

付記録が確認できないとの回答を受けたが、申立期間①のうち、昭和 46 年

４月から 51 年３月までの期間の保険料はＡ市役所で、最初に約 2,000 円を

一括して納め、他は定期的に同市役所で納め、51 年４月から同年 11 月まで

の期間は、Ｂ市に転居後、配偶者と共に、近くのＣ郵便局で３万円を超える

額を特例納付により納めたことを覚えている。 

また、申立期間②及び③は、同市役所から派遣された集金員を通し納めて

いたので、申立期間①、②及び③が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間①のうち、昭和 51 年４月から同年 11 月までの期間の

国民年金保険料として３万円を超える額を納付したと申し立てており、実際

に必要な保険料額３万 2,000 円と近似している。 

また、申立期間③については、その当時、申立人は、その夫と離婚につい

て協議している時期であり、夫は十分な収入があったにもかかわらず必要な

生活費を家計に入れてくれなくなっていたので、申立人は、老後のことを考

えて夫の保険料は納付せず、自身の保険料のみ納付したと主張しており、そ

の供述に不自然さはみられない。 



 

２ 一方、申立期間①のうち、昭和 46 年４月から 51 年３月までの期間につい

ては、国民年金手帳記号番号が払い出されたのは 55 年５月であることが、

手帳番号払出簿で確認できることから、その時点で国民年金保険料が時効に

より、納付できなかった期間であり、別の年金手帳が払い出された形跡は無

い。 

  また、申立期間②については、申立人はＢ市の集金員が過去の未納分を含

めて集金に来たのでさかのぼって納付したと主張しているが、同市役所では

未納者を対象に集金員の採用を始めたのは、昭和 63 年度以降であるとして

いることから、申立人の主張には齟齬
そ ご

がみられる。 

   

３ その他の事情を含め総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和51年４月から同年11月までの期間及び平成２年４月から３年３月までの

期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



埼玉国民年金 事案 1493 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 49 年４月及び同年５月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

                           

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49 年４月及び同年５月 

    社会保険事務所に国民年金保険料の納付記録について照会したところ、申

立期間については、納付事実が確認できないとの回答があったが、当該期間

は、Ａ区役所で保険料を納付しており、未納とされていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き、国民年金加入期間に未納は無く、納付意識の高

さがうかがえる。 

また、申立人は、昭和 49 年５月に区役所から送付された昭和 49 年度の国民

年金保険料の納付書により、申立期間の月額保険料として 900 円を納付したと

申し立てており、事実、Ａ区では、49 年度の納付書は 49 年５月に送付したと

しているとともに、申立期間の月額保険料は 900 円であったことから、申立内

容は、信憑
ぴょう

性が高いものと考えられる。 

さらに、申立期間は２か月と短期間である上、申立期間の前後を通じ、申立

人の経済状況に大きな変化は認められないことから、申立期間の国民年金保険

料が未納とされていることは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



埼玉国民年金 事案 1496 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年 10 月及び同年 11 月の国民年金保険料については、納付

していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

                

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年 10 月及び同年 11 月 

    昭和 48 年８月に退職して、再就職するまでの４か月間は、国民年金に加

入し、妻が保険料を納めたはずなので、申立期間が未納とされているのは

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人及びその妻に連番で国民年金手帳記号番号が払い出されたのは昭和

48 年 10 月上旬であることが社会保険庁の記録から確認できるとともに、申立

期間当時の国民年金保険料の納付状況は、市の被保険者名簿の収納記録により、

申立期間前後の納付が確認できる期間は申立人及びその妻の検認日がおおむ

ね同日であり、夫婦が保険料を同時に納めていたことが推認できることから、

その妻は申立期間が納付済みとなっているにもかかわらず、申立人のみ未納と

なっているのは不自然である。 

また、申立人の昭和 48 年 12 月の厚生年金保険資格取得と同時期に、その妻

が国民年金の資格喪失手続を行い、同年 12 月分の保険料が還付された記録が

市の被保険者名簿に記載されていることから、国民年金の資格喪失以前に同年

10 月から 12 月までの３か月分の保険料を納付していたことがうかがわれ、申

立人も同様に当該期間の保険料を納付していたものと考えられる。 

 その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



埼玉国民年金 事案 1503 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 43 年７月の国民年金保険料については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 11 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 43 年７月     

    昭和 43 年７月にＡ町（現在は、Ｂ市。以下同じ）に引っ越した際に、Ａ

町役場において国民年金手帳を持参して住所変更手続を行い、同時に、国民

年金保険料も納付した。申立期間が未納とされていることに納得できない。       

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 43 年７月にＡ町に引っ越した際に、Ａ町役場において国民

年金手帳を持参して住所変更手続を行い、同時に、国民年金保険料を納付した

としているところ、申立人が所持している国民年金手帳には、Ａ町のゴム印を

使用して43年７月21日にＣ区からＡ町に住所を変更した記録があることから、

申立人は、43 年７月にＡ町役場に出向き、国民年金の手続を行ったことが確

認でき、申立人の主張に信憑
ぴょう

性が認められる。 

また、申立人は、申立期間後の昭和 47 年４月にＤ区に、48 年８月にＥ市に

転居した際も住所変更手続を適正に行っており、年金に対する意識は高かった

と思われる。 

さらに、申立期間は一回で、かつ、１か月と短期間であり、申立人が申立期

間の保険料を納付できない事情はみられない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



埼玉国民年金 事案 1506 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 46 年７月から 47 年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46 年７月から 47 年６月まで 

    昭和 49 年９月に夫婦二人で国民年金に加入し、二人とも 50 年８月に第２

回特例納付で43年４月から47年６月までの国民年金保険料をさかのぼって

納付した。ところが、社会保険庁の記録では、納付期間が昭和 43 年４月か

ら 46 年６月までとなっており、申立期間が未納であるのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 50 年８月に第２回特例納付で 43 年４月から 47 年６月まで

の夫婦二人の国民年金保険料をさかのぼって納付したとしているところ、申立

人が所持する納付書・領収証書には、納付期間が「43 年４月から 47 年６月ま

で」と記載されており、当時未納であった期間が正しく記載されているにもか

かわらず、区役所職員が、本来 51 か月分であるべき納付月数を 39 か月と誤っ

て算出したため、申立人は 39 か月分を特例納付した場合に相当する金額に基

づいて納付を行ったものと考えられる。当時、申立人が申立期間を含む未納保

険料すべてを納付する意思を有していたことは明らかであり、納付した金額に

不足があれば、その差額は当然納付していたものと考えるのが自然である。 

また、申立期間は 12 か月と短期間である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認められる。 



埼玉国民年金 事案 1507 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 46 年７月から 47 年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46 年７月から 47 年６月まで 

    昭和 49 年９月に夫婦二人で国民年金に加入し、二人とも 50 年８月に第２

回特例納付で43年４月から47年６月までの国民年金保険料をさかのぼって

納付した。ところが、社会保険庁の記録では、納付期間が昭和 43 年４月か

ら 46 年６月までとなっており、申立期間が未納であるのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 50 年８月に第２回特例納付で 43 年４月から 47 年６月まで

の夫婦二人の国民年金保険料をさかのぼって納付したとしているところ、申立

人が所持する納付書・領収証書には、納付期間が「43 年４月から 47 年６月ま

で」と記載されており、当時未納であった期間が正しく記載されているにもか

かわらず、区役所職員が、本来 51 か月分であるべき納付月数を 39 か月と誤っ

て算出したため、申立人は 39 か月分を特例納付した場合に相当する金額に基

づいて納付を行ったものと考えられる。当時、申立人が申立期間を含む未納保

険料すべてを納付する意思を有していたことは明らかであり、納付した金額に

不足があれば、その差額は当然納付していたものと考えるのが自然である。 

また、申立期間は 12 か月と短期間である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認められる。 



埼玉国民年金 事案 1508 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 55 年 10 月から 61 年６月までの期間及び

62 年１月から同年 12 月までの期間の国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日 ： 昭和 22 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ：  ① 昭和 47 年６月から 51 年３月まで 

② 昭和 51 年 10 月から 52 年３月まで  

③ 昭和 53 年 10 月から 54 年３月まで 

④ 昭和 54 年 10 月から 62 年 12 月まで  

    昭和 46 年２月に結婚し、国民年金に加入した後、夫が夫婦二人分の国民

年金保険料を納付してくれていた。昭和63年10月に離婚する１年ほど前に、

夫から、保険料を納付した期間が 13 年くらいになると聞いていたので、申

立期間が未納であるのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、昭和 46 年２月に結婚した後、申立人の夫が夫婦二人分の国民

年金保険料を納付したとしているところ、申立期間④の前までは、申立人夫

婦は、ともに納付期間、未納期間が同一であり、一緒に保険料を納付してい

たと考えられる。 

また、昭和 63 年 10 月に離婚した申立人の元夫は、離婚する１年くらい前

までは、Ａ金庫(現在は、Ｂ金庫)で夫婦二人分の保険料を納付していたと証

言しており、元夫は、申立期間④のうち、55 年 10 月から 61 年６月までの期

間及び62年１月から同年 12月までの期間については納付済みであることか

ら、申立人についても、これらの期間については保険料を納付したものと推

認される。 

 

２ 一方、申立期間①から③について、申立人の国民年金保険料を一緒に納付

したとする元夫も未納となっている上、申立人の国民年金手帳記号番号は、



昭和 51 年６月 24 日に払い出されており、払出時期からすると、申立期間①

の一部は、時効で納付できず、申立人が国民年金保険料を納付したことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）や周辺事情も見当たらない。 

 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 55 年 10 月から 61 年６月までの期間及び 62 年１月から同年 12 月まで

の期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



埼玉国民年金 事案 1509 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36 年４月から 38 年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月から 38 年９月まで 

    国民年金の加入手続をしてから、私が夫婦二人分の国民年金保険料を集金

や銀行で納めていた。社会保険庁の記録では、私の分だけ申立期間の保険料

が未納となっており、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金保険料の納付年月日が確認できる昭和42年４月から46年３月まで

の期間及び 48 年４月から 51 年３月までの期間については、夫婦ともに同じ日

に納付されており、申立人及びその夫は、基本的に一緒に保険料を納付してい

たものと考えられ、申立人が夫婦二人分の保険料を納付したとする主張につい

ては基本的に信用できる。 

また、申立人が所持している申立人の夫の領収証書によると、昭和 45 年５

月１日に36年４月から37年３月までの国民年金保険料が過年度納付されたこ

とが確認でき、申立人についても、申立人の夫と同様に申立期間の納付書が発

行され、それらの納付書により申立人が夫婦二人分の保険料を納付したと考え

るのが自然である。 

   さらに、申立人は、申立期間を除き、国民年金加入期間の国民年金保険料を

すべて納付している上、申立人が一緒に納付していたと主張するその夫は、申

立期間を含めて未納は無いことから、申立人及びその夫の納付意識は高かった

ものと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



埼玉国民年金 事案 1512        

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、平成９年７月及び同年８月の国民年金保険料に

ついては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正すること

が必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年７月から同年９月まで 

    申立期間については、夫の国民年金保険料と一緒に納付した。夫の分は納

付した記録があるのに、私の分が未納となっているのは納得できない。 

      

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間の国民年金保険料を夫の保険料と一緒に納付したとし

ているところ、社会保険庁の記録から、申立期間直前の平成９年５月分及び

同年６月分の保険料について、申立人夫婦は同日に納付していることが確認

できることから、申立人の主張は基本的に信用できる。 

また、申立人の夫は、申立期間のうち平成９年７月及び同年８月は納付済

みとなっているところ、申立人の夫は、同期間の保険料を納付した記憶は無

く、申立人が納付したことを証言していることから、同期間について、申立

人の夫が納付済みであるのに申立人が未納であるのは不自然である。 

さらに、申立人の夫が納付済みで申立人が未納となっている期間は２か月

と短期間である。 

 

２ 一方、申立期間のうち平成９年９月については、申立人が一緒に納付して

いたとする申立人の夫の国民年金保険料も未納となっている。 

  また、申立人は、申立期間以外にも未納期間が散見される。 

 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成９年７月及び同年８月の国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 



埼玉国民年金 事案 1513 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 45 年４月から 49 年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：   

    生 年  月 日  ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間  ： 昭和 42 年５月から 49 年３月まで 

申立期間は、Ａ区に居住していた時期で、国民年金に加入し、保険料を同

区役所で定期的に納付していたので、未納とされていることに納得がいかな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間のうち、昭和45年４月から49年３月までについては、申立人は、

当時、近隣に居住していた姉とともにＡ区役所で国民年金保険料を何度か

一緒に納付した記憶があると申し立てており、事実、その姉の昭和 45 年度

の納付記録が納付済みとなっているにもかかわらず、申立人の納付記録が

未納となっているのは不自然である。 

    また、特殊台帳には、申立人が当時居住していた同区の住所が記載されて

いることから、申立人は、同区で国民年金の被保険者資格取得手続を行う

とともに保険料を納付していたことが推認できる。 

    さらに、申立人は、昭和 49 年に同区からＢ市（現在は、Ｃ市）に転居し

た際、その父親から国民年金保険料を納付する必要性を説かれ、その数年

前から保険料を納付していた旨の回答をしたことを鮮明に記憶していると

しており、その申述に不自然さはうかがえない。 

 

  ２ 一方、申立期間のうち、昭和 42 年５月から 45 年３月までについては、申

立人は居住していたＡ区で国民年金保険料を納付していたと主張している

が、その国民年金手帳記号番号は、43 年７月に父親により実家のあるＢ市

で加入手続が行われた際、他の３兄弟の手帳記号番号とともに連番で払い



出されたものと推認できることから、その時点では、申立人の住民票は同

市にあったため、Ａ区で保険料を納付することはできなかったと考えられ

る。 

また、同時期に払出しのあった当該３人のうち、後に特例納付により納付

した１人を除けば、他の２人はいずれも昭和 45 年４月以降に保険料を納付

していることが確認でき、加入手続を行った父親が、45 年３月以前の申立人

の保険料のみを納付した特段の事情はうかがえない。 

    さらに、申立人は、国民年金保険料をさかのぼって納付したことは無いと

明言していることから、後に、当該期間の保険料を納付したと考えること

は困難である。 

 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和45年４月から49年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



埼玉国民年金 事案 1515 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 54 年４月から 55 年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住    所 ：  

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54 年４月から 55 年３月まで 

    私は、サラリーマンの妻として国民年金は昭和 52 年８月に任意加入

し、最初の２か月分は現金で納付し 52 年 10 月より銀行からの引き落としに

より保険料を納付してきた。54 年３月末にＡ市よりＢ町（現在は、Ｃ市。

以下同じ。）に転居し、夫と共にＢ町役場に行き転居等の届出と同時に国民

年金の手続を行い、その際、１年間分の保険料を窓口で納付したと記憶して

いる。申立期間が未納となっていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ｂ町役場で転居等の届出と同時に国民年金の手続を行い、申立期

間の保険料約４万円を納付したと主張しているところ、当時の１年間分の保険

料は３万 9,600 円であり、保険料額はおおむね一致することから、申し立て内

容に信憑性
しんぴょうせい

が認められる。 

   また、申立人は、申立期間以降に国民年金保険料の未納は無く、厚生年金保

険から国民年金の切替手続を適切に行っているなど、年金に対する意識が高か

ったものと考えられる。 

   さらに、申立期間は、12 か月間と短期間である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



埼玉国民年金 事案 1516 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 39 年４月から同年 12 月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

年 金 番 号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39 年４月から同年 12 月まで 

申立期間の国民年金保険料については 40 年の年月を経過し、領収書など

納付を証明するものは無いが、夫の両親から国民年金加入を強く勧められ、

夫の保険料と一緒に納めた記憶がある。未納となっていることは納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間について、申立人は夫婦二人分の国民年金保険料をまとめて納付し

ていたとするところ、社会保険庁の納付記録並びに申立人及びその夫の国民年

金手帳により夫婦二人分の保険料の納付日が確認できる昭和42年４月から46

年 12 月までの期間及び平成２年４月から同年９月までの期間の保険料の納付

日を見ると、夫婦の納付日はほぼ同一日となっており、かつ、申立人の夫は申

立期間の保険料を納付していることから、申立人のみが未納となっていること

は不自然である。 

また、申立人の昭和 49 年１月から同年３月までの納付記録については、Ａ

市の国民年金被保険者票では未納となっていたものが、社会保険庁の被保険者

台帳では納付記録が確認され納付済みに訂正されているほか、昭和 40 年１月

分から同年３月分の納付記録が社会保険庁の記録では納付済みとなっている

がＡ市の国民年金被保険者票では未納となっているなど、行政側の記録管理に

齟齬
そ ご

が認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



埼玉国民年金 事案 1520 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、昭和39年 10月から41年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39 年 10 月から 41 年３月まで 

年金記録を確認したところ、申立期間について未納とされていたが、申立

期間の国民年金保険料については、Ａ市の職員が保険料の徴収に来ていた。

母親が家族の分をまとめて納付していたはずで、未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金保険料を納付したとするその母親は、国民年金制度が発足

した昭和 36 年４月から制度に加入し 60 歳までの保険料を完納しており、申立

人の姉の保険料についても、20 歳到達時より納付を開始するなど、国民年金

制度についての理解は深いものと認められる。 

   また、申立人から提出された国民年金手帳の記録によると、発行日は昭和

42 年１月 17 日であり、昭和 41 年度の保険料は 42 年１月 26 日に一括して納

付されている。申立人の母親は、その納付意識の高さから判断すると、国民年

金手帳発行日時点で未納期間があることを認識したものと推測され、過年度納

付が可能な申立期間について保険料を納付したものと推認できる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



埼玉国民年金 事案1522 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、昭和60年１月の国民年金保険料については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

   また、昭和60年２月２日付とされている国民年金の任意加入資格取得及び60

年２月３日付の任意加入資格喪失の記録を取り消すことが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和60年１月から同年２月まで 

昭和60年１月から同年２月までの国民年金保険料について照会申出書を

提出したところ、納付事実が確認できなかったと回答があった。申立期間

の保険料については、夫が厚生年金保険に加入したことから、Ａ市役所で

国民年金の資格喪失の手続を行った際に、納付を促され納付しており、未

納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、国民年金手帳記号番号が払い出された昭和42年10月以降は、申立

期間を除き国民年金保険料の未納は無く、第３号被保険者から第１号被保険者

への資格変更手続も適切に行っていることが確認できることから、国民年金に

対する意識の高さがうかがえ、申立内容に信憑性
しんぴょうせい

が認められる。また、申立

期間も２か月と短期間である。 

しかしながら、申立人の所持する国民年金手帳及びＡ市の国民年金被保険者

名簿の資格記録欄の記載では、昭和60年２月２日に強制加入から任意加入への

種別変更が行われるとともに、同日付で資格喪失されているが、社会保険庁の

記録では、その資格喪失が翌日の60年２月３日付とされていることから、60年

２月の国民年金保険料が未納とされたものである。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和60年１月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



埼玉国民年金 事案1523                        

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和43年９月から44年３月までの国民年金保険料については、納付し

ていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ：  男  

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日  ： 昭和23年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間  ： 昭和43年９月から44年３月まで               

    私は、申立期間は、兄が経営するＡ社で働いていた。兄が私の国民年金保

険料を支払っており、兄が納付済みで私が未納となっているのは納得できな

い。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、申立期間の国民年金保険料をその兄が納付したとしているとこ

ろ、同居していたその兄及び兄嫁は申立期間の保険料を納付している。 

 また、申立人の兄は、申立人の国民年金加入手続をＡ区役所で行い、保険

料を区の職員が集金に来ていたので、夫婦及び弟の保険料を手渡したと証言

しているところ、事実、同区役所では、保険料納付方式が印紙検認方式から

納付書方式に変更された45年７月まで区の職員が被保険者の家庭を戸別訪問

し集金業務を行っていたとしており、申立期間の保険料を納付していたとし

ている兄の証言に不自然さは見られない。 

 さらに、申立期間は７か月と短期間である。 

 その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付したものと認められる。 

   



埼玉国民年金 事案 1524 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 41 年４月から 42 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日  ： 昭和 14 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 41 年４月から 42 年 12 月まで 

    昭和 44 年１月に国民年金手帳が届き、一度納付したが若さもあり滞納し

てしまい、改めて 46 年４月から納付を始めた。50 年に過去の保険料を特例

納付できることを聞いたので、無駄にしたくなく、また夫の納付期間と合わ

せたく空白の 41 年４月から 43 年 12 月まで及び 44 年４月から 46 年３月ま

での保険料を 50 年 11 月 21 日に納付した。41 年４月から 42 年 12 月までの

期間については、夫は納付済みになっているのに自分の分が未納になってい

るのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の記録では、当初納付記録の無かった昭和 43 年度及び 44 年度の

記録が、申立人の申出により納付済みに訂正されているが、変更の履歴がない

上、本来、印紙納付である 44 年１月から同年３月までの納付記録が特例納付

に訂正されているほか、申立人の国民年金手帳の氏名、生年月日に誤りがあり、

申出により後日訂正されているなど、社会保険庁の記録管理に不備が見られる。 

また、申立人の、特例納付により納付したとする金額は、約５万円と主張し

ているところ、申立人の特例納付保険料額の５万 1,300 円とおおむね一致して

いる上、特例納付したとする昭和 50 年 11 月 21 日は第２回特例納付の期間で

あり、夫の納付期間と合わせるため、近所の工場にパート勤務していた給料で

納付したとする申立人の主張に不自然さは見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



埼玉国民年金 事案 1526 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 41 年 4 月から 46 年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 41 年４月から 46 年３月まで 

私は、昭和40年から10年間ゴルフ場で働いたが、申立期間の国民年金は、43

年ごろ10万円の賞与をもらった際、以前Ａ市役所から「３年の未納２年の申請

免除期間があるが、10万円支払えば埋まる」と言われていたので、その賞与を

そっくり持って行って納めた。当時Ａ市役所は新築中で、元の税務署が仮庁舎

になっていた。確かに納めたはずなのに未納となっていることは納得できない。      

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、以前からＡ市役所の担当者から「３年の未納期間と２年の申請免除

期間があるが、10万円支払えば埋る」と言われていたことから、昭和43年ごろに

当時勤務していたゴルフ場からもらった10万円の賞与を、そのまま市役所へ持っ

て行き納付したとしているところ、①その際の光景として申立人が明瞭に記憶し

ているとする当時建設中であったＡ市役所（現在は、Ｂ市役所）庁舎の竣工は、

実際は昭和51年であることが確認できる上、②社会保険庁のオンライン記録によ

り、申立人がゴルフ場社員として雇用された期間も50年10月以降であることが確

認できることから、申立人が実際に申立期間の保険料を納付した時期は、第二回

特例納付が実施されていた50年末であると推認される。 

また、特殊台帳により、昭和38年７月から39年３月及び46年４月から同年12月

の未納期間を第二回特例で納付していることが確認できるが、申立期間のうち42

年４月から44年３月までの申請免除期間を追納することなく特例納付により他の

未納期間のみを納付したとすることは不自然である。 

 さらに、昭和48年４月から49年３月までの国民年金保険料の納付記録は、本件



申立てに先立って申立人が社会保険事務所に行った照会の結果により訂正された

ものであり行政の記録管理に不備が見られる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 571 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人の株式会社Ａにおける資格取

得日に係る記録を昭和 44 年７月７日に、資格喪失日に係る記録を同年 10

月 21 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万 6,000 円とすることが

必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 44 年７月７日から同年 10 月 21 日まで 

    申立期間当時は株式会社Ａ（現Ｂ株式会社）に勤務していたので、被

保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   厚生年金基金加入員証、企業年金連合会の記録確認に係る回答書及び中

脱記録照会（回答）等により、申立人が申立期間において株式会社Ａに

継続して勤務していることが確認でき、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、同基金の中脱記録照会（回

答）から２万 6,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、 

  申立期間の事業所別被保険者名簿の健康保険証番号に欠番は無いことから、

申立人に係る社会保険事務所の記録が失われたことは考えられない上、

社会保険事務所が被保険者資格の取得及び喪失のいずれの機会において

も申立人に係る記録の処理を誤ることは考え難いことから、事業主から

当該社会保険事務所へ被保険者資格の取得及び喪失に係る届出は行われ

ておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る申立期間の保険

料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 578 

 

第１  委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められ

ることから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必

要である。 

 

第２   申立の要旨等 

１  申立人の氏名等  

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和21年生 

住 所 ：  

 

２  申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和40年３月22日から同年９月１日まで 

② 昭和40年９月１日から42年７月21日まで 

   社会保険庁の記録では、昭和44年３月17日に脱退手当金を受領した

ことになっているが、昭和42年７月頃結婚のためＡ地からＢ市に引っ

越した。その後出産もしており、とても社会保険事務所に出向く状況

にはなかった。脱退手当金を請求、受領した記憶が無いので、調査の

上、厚生年金保険の記録として認めてほしい。 

 

第３  委員会の判断の理由 

脱退手当金を支給した場合、当時の事務処理において、厚生年金保険

被保険者証に脱退手当金を支給した旨の「脱」表示をすることとされて

いたが、申立人が所持していた厚生年金保険被保険者証にはその表示が

無い。 

また、申立期間の脱退手当金は、申立期間に係る厚生年金保険資格喪

失日から約１年８か月後の昭和44年３月17日に支給されたことになって

おり、事業主が代理請求したとは認め難い。 

さらに、厚生年金保険被保険者名簿及び厚生年金保険被保険者台帳記

号番号払出簿の氏名が旧姓のままであることから、申立期間の脱退手当

金は、旧姓で請求されたものと考えられるが、申立人は昭和43年３月27

日に婚姻し、改姓していることから、申立人が脱退手当金を請求したと

は考え難い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人は申立期間に係る脱退手当金を受給したと認めるこ

とはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 579 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、申立期間①の厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められることから、申立人の株式会社

Ａにおける資格取得日に係る記録を昭和45年３月９日に訂正し、同年３月

から同年５月までの標準報酬月額を３万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

また、申立期間②及び③について、脱退手当金を受給していないものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45 年３月９日から同年６月 10 日まで 

② 昭和 45 年６月 10 日から 46 年３月 31 日まで 

③ 昭和 46 年３月 31 日から 48 年４月２日まで 

    申立期間①の株式会社Ａの期間については給与明細があり、厚生年金

保険料が控除されているので認めてほしい。 

    申立期間②及び③の期間は脱退手当金が支給されたとのことだが私は

請求していません。厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人が提出した給与明細により、申立人が株式

会社Ａに継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和45年６月の社会保険事

務所の記録から、３万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び

周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事



                      

  

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得喪失日に係る届出を社会保険事

務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周

辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

一方、申立期間②及び③について、申立人の厚生年金保険被保険者名簿

には、脱退手当金が支給されていることを意味する表示が記されていると

ともに、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期

間に係る厚生年金保険資格喪失日から約３か月後に支給決定されているな

ど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても請求・受給した記憶が無いというほかに脱

退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 581 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立てに係る事業所における資格取得日は、平成５年７月 21

日、資格喪失日は６年２月１日であると認められることから、申立期間に

係る厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正する

ことが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、50 万円とすることが妥当

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年７月 21 日から６年２月１日まで 

私は申立期間にＡ株式会社に勤務していたにもかかわらず、社会保険

事務所の記録では申立期間が厚生年金保険に未加入となっていた。源泉

徴収票では社会保険料の控除の事実が確認できるので、申立期間につい

て厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録により、申立人が、平成５年７月 21 日から６年１月 31

日までＡ株式会社に継続して勤務していたことが確認できる。 

しかし、社会保険事務所の記録では、平成５年７月 21 日に申立人が厚

生年金保険の被保険者資格を標準報酬月額 50 万円で取得し、６年１月 31

日に資格を喪失した後、６年４月 27 日に、Ａ株式会社の厚生年金保険適

用事業所の全喪日が５年７月 31 日にさかのぼって処理されると同時に、

申立人の被保険者資格も取消されていることが確認できる。 

なお、平成６年４月 27 日の事業所の全喪処理の際に、５年７月 31 日付

けで被保険者資格を喪失した多数の同僚についても、標準報酬月額の随

時決定（５年９月１日）又は定時決定（同年 10 月１日）、資格喪失日が

さかのぼって取消されていることが確認できる。 

加えて、申立人が保管していた源泉徴収票により、申立期間の厚生年金 



                      

  

保険料を事業主より給与から控除されていたことが認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、平成５年７月 21 日に

取得した被保険者資格について取消処理を行う合理的理由は無く、当該

資格取得の取消処理に係る記録は有効なものとは認められないことから、

申立人の資格取得日は取消処理される前の社会保険事務所の記録に記載

の同年７月 21 日であり、また、資格喪失日は、雇用保険の記録における

離職日の翌日である６年２月１日であると認められる。 

なお、平成５年７月から６年１月までの標準報酬月額については、資格

取得取消前における平成５年７月の社会保険事務所の記録から、50 万円

とすることが妥当である。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 582 

 

第１ 委員会の結論 

申立人が申立期間に勤務していたとする有限会社Ａは、当時、社会保険

事務所の記録では厚生年金保険の適用事業所となっていないが、適用事業

所の要件を満たしていたと認められるところ、申立人は、申立期間の厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められること

から、申立人の有限会社Ａ（現在は、Ｂ株式会社。以下同じ。）における

資格喪失日に係る記録を平成 11 年 10 月１日に訂正し、申立期間の標準報

酬月額を 30 万円とすることが必要である。 

なお、事業主は申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 11 年９月 30 日から同年 10 月１日まで 

私は申立期間に有限会社Ａに勤務し、平成 11 年９月分の厚生年金保

険料が控除されていたにもかかわらず、社会保険庁の記録では９月 30

日が被保険者資格喪失日となっていることから、控除された保険料は被

保険者期間に反映されていない。 

申立期間について厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

給与支払明細書の記録により、申立人は、有限会社Ａに平成 11 年９月

30 日まで継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給料支払明細書及び平成

10 年８月の社会保険事務所の記録から、30 万円とすることが妥当である。 

一方、社会保険事務所の記録によれば、有限会社Ａは、平成 11 年９月

30 日に全喪しているが、その後は申立期間を含めて適用事業所としての

記録が無い。しかし、同社は法人であり、雇用保険の適用事業所でもあ



                      

  

ったことから、当時の厚生年金保険法に定める適用条件の要件を満たし

ていたものと判断される。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

当該事業所は既に全喪しており、事業主も保険料を納付したか否かにつ

いては不明としているが、事業主が全喪年月日及び資格喪失日を平成 11

年 10 月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年９

月 30 日と誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日を資格

喪失日と届け、その結果、社会保険事務所は申立人に係る同年９月の保

険料について納入の告知をおこなっておらず、事業主は、申立人に係る

申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 589 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち申立期間②については、申立人の申立てに係る事業所に

おける資格喪失日は、昭和 49 年５月 10 日であると認められることから、

当該期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正する

ことが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、昭和 48 年８月から同年９

月までは 13 万 4,000 円、同年 10 月から 49 年４月までは 15 万円とする

ことが妥当である。 

 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 21 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ①昭和 46 年７月１日から 47 年４月 10 日まで 

             ②昭和 48 年８月 31 日から 49 年５月 10 日まで 

 年金記録の照会をしたところ、Ａ株式会社における資格取得日が昭和

47 年４月 10 日、資格喪失日が 48 年８月 31 日となっている。 

 しかし、昭和 46 年７月１日には在籍しており、２～３ヶ月先に入社

した同僚は同年３月１日から厚生年金保険の記録がある。 

 また、会社が倒産してからも残務処理を数名の同僚と１年くらいやっ

ていた。 

 確かに勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚の証言から申立期間①についてＡ株式会社に申立人が勤務してい

たことはうかがえるが、当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名

簿において申立人の氏名は見当たらず、前後の整理番号は欠番が無く連

番となっていることが確認でき、雇用保険には昭和 47 年９月 16 日付で

加入していることが確認できる。 

また、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事実を



                      

  

確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立期間①について申立てに係る事実を確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 

一方、申立期間②について、当該事業所の健康保険厚生年金保険被保

険者名簿における申立人の標準報酬欄に昭和 48 年の算定後に、他の同僚

の記録から 48 年９月 11 日以降に行われたと推認できる等級改正後の標

準報酬月額 15 万円の記載がある。 

また、申立人の昭和 48 年８月 31 日の資格喪失日の処理年月日が 49 年

５月 10 日になっており、申立人について、48 年９月 11 日以前に遡って

喪失処理を行う（昭和 48 年８月 31 日を資格喪失日とする）合理的な理

由は見当たらない。 

さらに、申立人は当該事業所が倒産後も、資格喪失日となっている昭

和 48 年８月 31 日以降１年ほど残務処理のため勤務していたと主張して

いるほか、その当時、共に勤務していた同僚は「昭和 50 年４月頃まで勤

務していた」と証言していることを踏まえると、申立人は申立期間②に

係る 49 年５月 10 日時点でも勤務していたことがうかがわれる。 

これらを総合的に判断すると、申立期間②については、申立人につい

て、昭和 48 年８月 31 日に資格を喪失した旨の処理を行う合理的理由は

無く、当該喪失処理に係る記録は有効なものとは認められないことから、

申立人の資格喪失日は、健康保険厚生年金保険被保険者名簿における資

格喪失届の受付日である 49 年５月 10 日であると認められる。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、被保険者名簿の記載内容

から、昭和 48 年８月から同年９月までは 13 万 4,000 円、同年 10 月から

49 年４月までは 15 万円とすることが妥当である。 

 

 

 

   

 

 

 

 



埼玉国民年金 事案 1480 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 56年７月から同年 12月までの国民年金保険料については、

還付されていないものと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 14 年生   

    住    所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56 年７月から同年 12 月まで 

    年金記録を確認したところ、申立期間の国民年金保険料について、還

付済みとのことであったが、還付金を受領した記憶がないので、納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について、地元の土地改良区に勤務し、Ａ組合に加

入している一方、国民年金の被保険者資格を有し、保持していた領収証書

から国民年金保険料を納付していることが確認できるため、申立期間の国

民年金保険料が還付されていることに不自然さはみられない。 

また、社会保険庁の被保険者台帳には、申立期間である還付対象期間、

還付金額、還付決定日が明確に記載されており、還付金額も当時の保険料

額と一致していることから、この記載内容に不合理な点は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を還付されていないものと

認めることはできない。 



埼玉国民年金 事案 1482 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和40年５月から51年12月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 20 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 40 年５月から 51 年 12 月まで 

社会保険庁に国民年金保険料納付記録の照会をしたところ、申立期間

の納付事実が確認できないとの回答を得たが、妻が特例納付していたは

ずであり未納となっていることに納得がいかない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、その妻が、昭和 54 年ころ国民年金加入手続を行い、特例納付

により申立人が 20 歳の時の 40 年５月までさかのぼって保険料を納付した

としているが、妻が納付したとしている保険料の額は、申立期間を含む 40

年５月から54年３月までの期間を納付するのに必要な保険料額と大きく異

なっている。 

また、妻は、特例納付保険料を納付した場所を、Ａ区役所窓口としてい

るが、特例納付保険料は国庫金扱いなので区役所窓口では納付することが

できない。 

さらに、申立人の申立期間における保険料の納付を裏付ける関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



埼玉国民年金 事案 1483 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 41 年２月から 45 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女  

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41 年２月から 45 年３月まで 

 国民年金保険料の納付記録を照会したところ、申立期間が未納となって

いることがわかった。申立期間については、母親が納付しているはずなの

で、未納となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、その母親が昭和 41 年４月に国民年金の加入手続を行い、申立

期間の保険料を納付したとしているが、母親は既に他界しており、国民年金

への加入及び保険料納付に関する証言が得られず、申立人もそれらに関与し

ていないことから、申立人の国民年金への加入及び保険料の納付状況が不明

である。 

 また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 45 年７月頃に払い出され

たと推定できるため、その時点では、申立期間の一部は時効により納付でき

ない期間となっており、別の手帳記号番号が払い出された形跡もみられない。 

 さらに、申立期間の保険料を納付したことを裏付ける関連資料（家計簿、

確定申告書等）も見当たらない。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



埼玉国民年金 事案 1486 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年７月から 39年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年７月から 39 年９月まで 

    申立期間については、納税貯蓄組合が組織され隣組の役員が国民年金

保険料の集金に来ており、その際、他の税金と共に国民年金保険料も納

付したので、未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料について、Ａ市内で組織されてい

た納税貯蓄組合の集金人を通じて納付したとしているが、申立人が所持し

ている昭和 36 年４月１日発行の国民年金手帳には、申立期間当初の 36 年

７月に、国民年金被保険者資格を喪失したことの記載があり、申立期間は

任意の未加入期間となっており、申立期間の保険料を納付したことを示す

検認印も無い。 

   また、申立人の国民年金手帳に添付されている領収証書によれば、申立

期間直前の昭和 36年４月から６月までの保険料を 38年７月 10日にさかの

ぼって過年度納付しており、当時、保険料を定期的に納付していなかった

ことがうかがえ、申立期間は、任意の未加入期間であるため、さかのぼっ

て納付することもできない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。  

 



埼玉国民年金 事案 1490 

 

第１ 委員会の結論 

      申立人の昭和 44年８月から 57年３月までの国民年金保険料については、 

  納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44 年８月から 57 年３月まで 

    社会保険庁の国民年金保険料の納付記録では申立期間が未納となって

いるが、20 歳になり区役所から国民年金の加入案内が来たので、田舎の

親に相談したら加入するよう言われたため、Ａ区役所Ｂ出張所で加入手

続を行い、それ以後は、確かに国民年金保険料を納付してきたので未納

とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳の時に国民年金に加入し、申立期間の国民年金保険料を

納付したと主張しているが、保険料を納付したことを示す関連資料(家計簿、

確定申告書等)は無く、保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見

当たらない。   

また、社会保険庁の記録では、昭和 49 年２月に不在決定をした記録が確

認できることから、申立人は、49 年２月以降は納付書の送付を受けること

が出来ず、保険料を納付することはできなかったと推認される。 

   さらに、申立人は、申立期間の月額保険料は 3,000 円から 3,500 円まで

であったと主張しているが、申立期間当時の月額保険料は 250 円から 4,500

円までの保険料額であり、その主張には齟齬
そ ご

がみられる。 

 これまでの申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。 



埼玉国民年金 事案 1491 

 

第１ 委員会の結論 

      申立人の昭和 47年２月から 56年３月までの国民年金保険料については、 

  納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47 年２月から 56 年３月まで 

    社会保険庁の国民年金保険料の納付記録では申立期間が未納となって

いるが、昭和 48 年２月ごろ、Ａ区役所で国民年金の加入手続を行って以

来、国民年金保険料を納付してきたので未納とされていることに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人とその夫は、結婚以来、夫婦一緒に国民年金保険料を納付してき

たと主張しているが、申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料(家

計簿、確定申告書等)は無く、保険料を納付したことをうかがわせる周辺事

情も見当たらない。 

また、申立人は、「昭和 52 年 11 月からＢ市に居住し、国民年金保険料を

納付していたが、３年後の 55 年 11 月 28 日に、年金手帳を紛失したため、

同市で新たな国民年金手帳記号番号の年金手帳を交付された」と主張してい

るが、同一市町村内に居住しながら年金手帳を紛失した場合、手帳記号番号

が従前のものと同一の手帳を再交付されるのが一般的であると考えられる

ことから、申立期間当時、申立人は、国民年金に加入していなかったものと

推認できる。 

   さらに、申立人は、申立期間の月額保険料は 3,000 円から 3,500 円まで

であったと主張しているが、申立期間当時の月額保険料は 550 円から 3,770

円までの保険料額であり、その主張には齟齬
そ ご

がみられる。 

 これまでの申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認める

ことはできない。 



埼玉国民年金 事案 1494 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 37 年３月から 38 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ：  

                           

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37 年３月から 38 年３月まで 

    申立期間は、Ａ町（現在は、Ｂ市）の実家に住んでいて、国民年金保

険料は、母または父に納めてもらっていたので、未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、所持している国民年金手帳の昭和 36 年度及び 37 年度の国民年

金印紙検認記録に、「検認」との割印が押されていることから、申立期間の

保険料は、納付済みであると主張しているが、当該割印は、通常、印紙検認

台紙を切り取るときに、検認印として押されるものであり、保険料を納付し

たことを示すものではない。 

また、申立人は、その母または父に、国民年金保険料を納付してもらって

いたと主張しているが、納付時期及び納付方法などの記憶が曖昧
あいまい

であり、そ

の主張は、信憑
ぴょう

性が高いものとは考え難い。 

さらに、申立期間についての国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



埼玉国民年金 事案 1495 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成７年３月から９年３月までの期間、10 年９月及び同年 10 月

の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：   

    生 年  月 日  ： 昭和 46 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成７年３月から９年３月まで 

             ② 平成 10 年９月及び同年 10 月 

私は、20 歳になった時に親に国民年金に加入してもらい、申立期間①の

保険料は親が、申立期間②の保険料は自分でそれぞれ納めていたはずなの

で、未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は「親元から専門学校に通っていた時期なの

で、親が手続をして国民年金保険料を納めていたと思うが、母に尋ねたとこ

ろ、『納めた時もあるし、納めなかった時もある』という返事だった」と申

述するにとどまっている上、当時の同居家族で国民年金保険料を納付してい

た者はいなかったことが確認できることから、その親が申立人の保険料のみ

を納めていたとは考え難い。 

また、申立期間②についても、申立人は「未納にしたという記憶は無く、

納付書が届けば自分で国民年金保険料を納付していたはずだ」と主張してい

るが、社会保険庁の記録には、平成 10 年 11 月及び 12 年２月の２回にわた

って国民年金の加入勧奨が行われた記録があることから、当時、申立人は国

民年金に加入していなかったことがうかがわれる。 

さらに、申立期間①及び②は、いずれも申立人がＡ市に居住していた期間

であるが、社会保険庁の記録から、当該期間の未納の記録は平成 13 年８月

に追加されたものであるとともに、申立人が７年３月にＢ区から転出して以

降、13 年７月にＣ町で国民年金の資格を取得するまでの間の住所変更履歴



が無いことから、当時、申立人は厚生年金保険からの切替手続を行わず、国

民年金に未加入であったことが推認でき、かつ、国民年金の加入記録が追加

された時点では時効により保険料が納付できなかったものと考えられる。 

加えて、申立期間①及び②に国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（日記、家計簿等）が無く、納付したことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



埼玉国民年金 事案 1497 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 56年９月から 57年３月までの国民年金保険料については、

還付されていないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56 年９月から 57 年３月まで 

    社会保険事務所で申立期間の国民年金保険料の納付記録を確認したと

ころ、この期間はＡ組合の保険料と国民年金保険料とを重複して納付し

たため、国民年金保険料を既に還付済みであるとの回答をもらったが、

還付された記憶が無く納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料の還付を受けた記憶は無いと主張

しているが、社会保険庁の記録によると、申立期間は国民年金とＡ組合に

重複して加入し、各々保険料を納付したことが確認できることから、申立

期間の国民年金保険料が還付されるに至った原因について不自然さは見ら

れない。 

   また、申立人の特殊台帳には、昭和 56 年９月に国民年金の被保険者資格

を喪失したことにより保険料が還付されたことが還付対象期間、還付金額

及び還付決定日とともに明確に記載されており、その記載内容に不合理な

点は確認できない。 

   さらに、申立人から聴取しても申立期間の国民年金保険料が還付されて

いないことをうかがわせる特段の事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を還付されていないもの

と認めることはできない。 



埼玉国民年金 事案 1498 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 39 年１月から 46 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39 年１月から 46 年３月まで 

    申立期間の国民年金保険料の納付記録について社会保険事務所に照会

したところ、納付事実の確認ができなかったとの回答をもらったが、私

は、昭和 39 年１月ごろに国民年金の加入手続をし、申立期間の保険料を

納付していたので、未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 39 年１月ごろに国民年金の加入手続をするとともに、申

立期間の保険料を納付していたと主張しているが、申立人が初めて交付さ

れたとしている国民年金手帳の発行日が 45 年８月１日である上、当時、国

民年金加入者の手帳を預かっていたＡ市が、申立人の手帳を保管した日が

同年８月３日であることが確認できるため、加入手続は、この時期に行わ

れたものと推認できるが、この時点では、申立期間の保険料の大半は時効

により納付することができなかったと考えられるとともに、別の国民年金

手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たら

ない。 

 また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、申立期間の保険料の納付

についても記憶が明確で無いとしている上、申立人が昭和 52 年 10 月に、Ａ

市に申立期間の保険料の納付記録を照会した際の同市からの回答書では「Ａ

市における国民年金被保険者期間は、昭和 39 年１月１日の資格取得から 46



年１月 13 日の転出時まで、保険料の納付は全期間なく、未納です」とされ

ていることから、同市における申立期間の保険料は当時から未納であったと

考えられ、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

さらに、申立人が所持している国民年金手帳（昭和 45 年８月１日発行）

には、申立期間のうち、昭和 45 年４月から 46 年３月までの期間の印紙検認

記録欄に検認印が無い上、印紙検認台帳欄も印紙が貼付された痕跡が無い。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



埼玉国民年金 事案 1499 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 63 年１月から平成４年６月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63 年１月から平成４年６月まで 

国民年金保険料の納付記録について照会したところ、申立期間の納付記

録が確認できなかったとの回答をもらったが、申立期間の保険料は、平成

５年 10 月にＡ市に転入した後、８年まで毎月分に加算して納付を完了し

たので、未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、20 歳到達月である昭和 62 年６月にＢ市役所で国民年金の加入

手続を行ったと主張しているが、申立人の国民年金手帳記号番号は、平成６

年８月以降に払い出されていることが確認できるとともに、所持している年

金手帳から、手帳発行時の住所地がＡ市であり、６年以降に発行されたもの

であると推認できる上、申立人自身も「年金手帳は、現在所持しているもの

のほかに所持していた記憶はない」と明言していることから、62 年６月に

加入手続を行ったと考えることは困難である。 

また、申立期間の国民年金保険料について、申立人は、平成５年 10 月に

Ａ市に転入した後、昭和 63 年１月までさかのぼって、平成８年まで毎月の

保険料に加算して納付したと主張しているが、時効成立後の２年を超えて申

立期間の保険料を納付できたと推認することは困難である上、申立期間の国

民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）

が無い。 

なお、国民年金の加入手続を行った直後の平成６年８月 26 日以降、８年

２月までに、平成４年度から７年度までの期間の国民年金保険料が、毎月の



保険料に加算して納付されていることから、申立人は、このことと申立内容

とを考え違いしている可能性も否定できない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



埼玉国民年金 事案 1500 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 52 年４月から 53 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 52 年４月から 53 年３月まで 

申立期間の国民年金保険料は、昭和 53 年５月に国民年金の加入手続を

行った後、一括で過年度納付したので、未納とされているのは納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金の加入手続を行った昭和 53 年５月当時に、申立期間

の国民年金保険料をまとめて納付したと主張しているが、Ａ市（現在は、Ｂ

市）の国民年金被保険者名簿の昭和 53 年度摘要欄に、「昭和 53 年４月から

納付希望」と記載されていることから、申立人は、53 年５月に加入手続を

行った際、52 年度の保険料を納付することを希望しなかったと考えられ、

申立期間の保険料を納付したと考えることは困難である。 

また、申立期間の国民年金保険料額及び納付方法についての申立人の記憶

はあいまいである上、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



埼玉国民年金 事案 1501 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和42年10月から50年12月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42 年 10 月から 50 年 12 月まで 

        昭和 48 年にＡ市に転入し、５月頃、Ａ市役所で国民年金と国民健康保

険の加入手続をした。49 年５月に妻が退職したので、妻の国民年金と国

民健康保険の加入手続を行った際に、市役所職員から、夫婦二人とも 20

歳にさかのぼって国民年金保険料を納付できると説明を受け、さかのぼっ

て夫婦二人の保険料を納付したので、申立期間が未納となっていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 48 年にＡ市に転入し、５月頃、Ａ市役所で国民年金と国

民健康保険の加入手続をした後、49 年５月に妻が退職したので、妻の国民

年金と国民健康保険の加入手続を行った際に、20 歳にさかのぼって申立人

とその妻の保険料を納付したとしているが、申立人が納付したとする時期は

第２回特例納付実施期間であるものの、納付したとする保険料額は、申立期

間の夫婦二人の国民年金保険料を特例納付した場合の保険料額と乖離
か い り

して

いる。 

   また、申立人夫婦の国民年金手帳記号番号は、昭和 53 年７月 25 日に連

番で払い出されており、Ａ市国民年金被保険者名簿では、53 年 12 月 15 日

に社会保険事務所に申立人の国民年金加入資格取得報告を行っていること

が確認でき、申立人夫婦が国民年金加入時から所持しているとする年金手

帳は、49 年 11 月以降発行された３制度共通の年金手帳であること等から、

申立人が国民年金に加入し、さかのぼって保険料を納付したとする時期の



記憶に錯誤がみられる。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



埼玉国民年金 事案 1502 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和45年７月から50年 12月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45 年７月から 50 年 12 月まで 

昭和 49 年５月に退職後、夫がＡ市役所で国民年金と国民健康保険の加入

手続をしてくれた。その時夫は、市役所職員から、夫婦二人とも 20 歳から

さかのぼって国民年金保険料を納付できると説明を受け、20 歳からの保険

料を納付したと夫から聞いていたので、申立期間が未納となっていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の夫は、申立人が退職した昭和 49 年５月に、申立人の国民年金と

国民健康保険の加入手続を行い、その際に 20 歳にさかのぼって申立人とそ

の夫の保険料を納付したとしているが、申立人の夫が納付したとする時期は

第２回特例納付実施期間であるものの、納付したとする保険料額は、申立期

間の夫婦二人の国民年金保険料を特例納付した場合の保険料額と乖離
か い り

して

いる。 

   また、申立人夫婦の国民年金手帳記号番号は、昭和 53 年７月 25 日に連

番で払い出されており、Ａ市国民年金被保険者名簿では、53 年 12 月 15 日

に社会保険事務所に申立人の国民年金加入資格取得報告を行っていること

が確認でき、申立人夫婦が国民年金加入時から所持しているとする年金手

帳は、49 年 11 月以降発行された３制度共通の年金手帳であること等から、

申立人の夫が国民年金に加入し、さかのぼって保険料を納付したとする時

期の記憶に錯誤がみられる。 

   さらに、申立人の夫が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す



関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



埼玉国民年金 事案 1504 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和36年４月から50年10月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日  ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 36 年４月から 50 年 10 月まで     

    申立期間については、加入していた理容組合で国民年金保険料を集金

し、Ａ区役所に納めていた。また、当時の売上金等の収支台帳もあり、

これに納付した国民年金保険料を記帳していた記憶もあるので、申立期

間が未納であるのは納得できない。               

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について、加入していた理容組合が国民年金保険料

を集金し、Ａ区役所に納付していたとしているが、Ａ区では、当時理容組

合は国民年金保険料の納付組織ではなかったとしており、申立人の主張と

相違する。 

また、申立人は、申立期間のうち、昭和 40 年１月から 42 年２月の間に

ついては、売上金等の収支台帳を保存しており、これに納付した国民年金

保険料を記帳したとしているが、当時の国民年金保険料（100 円～200 円）

と収支台帳に記帳してある金額（9,120円～１万1,660円）は大きく相違し、

しかも申立人は収支台帳に記帳してある金額の内訳の記憶が無いことから、

これをもって当時の国民年金保険料を納付していたものとは考えにくい。 

さらに、申立人は、申立期間以外の国民年金加入期間は未納であり、申

立人の妻も申立期間が未納となっている。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



埼玉国民年金 事案 1505 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和36年４月から50年10月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日  ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 36 年４月から 50 年 10 月まで     

    申立期間については、加入していた理容組合で国民年金保険料を集金

し、Ａ区役所に納めていた。また、当時の売上金等の収支台帳もあり、

これに納付した国民年金保険料を記帳していた記憶もあるので、申立期

間が未納であるのは納得できない。               

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について、加入していた理容組合が国民年金保険料

を集金し、Ａ区役所に納付していたとしているが、Ａ区では、当時理容組

合は国民年金保険料の納付組織ではなかったとしており、申立人の主張と

相違する。 

また、申立人は、申立期間のうち、昭和 40 年１月から 42 年２月の間に

ついては、売上金等の収支台帳を保存しており、これに納付した国民年金

保険料を記帳したとしているが、当時の国民年金保険料（100 円～200 円）

と収支台帳に記帳してある金額（9,120円～１万1,660円）は大きく相違し、

しかも申立人は収支台帳に記帳してある金額の内訳の記憶が無いことから、

これをもって当時の国民年金保険料を納付していたものとは考えにくい。 

さらに、申立人は、申立期間以外にも未納期間があり、申立人の夫も申

立期間が未納となっている。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



埼玉国民年金 事案 1510 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 53 年１月から 55 年４月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日 ： 昭和 25 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立  期 間 ： 昭和 53 年１月から 55 年４月まで 

会社を退職後、母親に勧められＡ町（現在は、Ｂ市。以下同じ）で国民

年金に加入し、銀行又は町役場で納付書により国民年金保険料を納付した。

保険料が高いと思いながら納付した記憶があるので、申立期間が未納であ

るのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、母親に勧められＡ町で国民年金に加入し、銀行又は町役場で納

付書により国民年金保険料を納付したとしているが、年金手帳を交付された

記憶は無く、納付したとする保険料額も当時の保険料額と相違する。 

また、申立人は、昭和 55 年に結婚した後、56 年１月にＣ市で国民年金に

任意加入し、国民年金手帳記号番号が払い出されているが、Ａ町での国民年

金への加入及び国民年金保険料の納付記録は確認できず、別の国民年金手帳

記号番号が払い出された形跡はうかがえない。 

さらに、申立人が所持している年金手帳には申立期間の納付をうかがわせ

る記録は無い上、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



埼玉国民年金 事案 1511 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 42 年９月から 43 年５月までの期間、44 年 12 月から 46 年

３月までの期間及び 46年 10 月から 51年２月までの期間の国民年金保険料

については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42 年９月から 43 年５月まで 

② 昭和 44 年 12 月から 46 年３月まで 

③ 昭和 46 年 10 月から 51 年２月まで 

    申立期間①及び②については、会社退職後国民年金に加入し、区役所

で国民年金保険料を納付した。また、申立期間③については、結婚して

夫が会社勤めをしたので任意加入した覚えがあり、保険料を区役所等で

納付していた記憶がある。申立期間が未納又は未加入であるのは納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間①及び②については、会社退職後国民年金に加入し、

申立期間③については、結婚後夫が会社勤めをしたので国民年金に任意加

入し、国民年金保険料を区役所等で納付したとしているが、加入手続の時

期、納付した保険料額、納付時期等の具体的な記憶が無く、保険料の納付

状況等が不明である。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は、申立期間②と③の間の昭和 46

年４月ごろ払い出されており、払出時期からすると申立期間①は時効で納

付できない上、同時期に国民年金手帳記号番号が払い出されている元夫も

申立期間②は未納となっている。 

   さらに、申立人は、申立期間③中の昭和 47 年５月にＡ町に転居している

が、同町での国民年金の加入、納付記録は確認できない上、申立人が申立



期間①、②及び③の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）は無く、周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



埼玉国民年金 事案 1514 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 51 年１月から 54 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51 年１月から 54 年３月まで 

    結婚してから、一切のお金の出し入れを私が管理し、生活してきた。

申立期間について、夫の保険料が納付済みとなっているのに、私の分が

未納となっていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は昭和47年10月に払い出されたと推認さ

れるが、申立人は、国民年金被保険者への資格変更手続の記憶が明確でなく、

国民年金加入直後の期間の保険料も未納となっている上、申立人は、結婚し

た51年２月に住所をＡ区に変更しているものの、国民年金の住所変更に係る

手続を行った記憶が無いとしていることから、申立期間に係る納付書は申立

人に送付されないため、保険料を納付することができなかったと考えられる。 

なお、社会保険庁の申立人に係る被保険者台帳にはＡ区の住所の記録が無

く、その後、54年１月28日にＢ市へ住民票を移しているが、同台帳では住所

変更年月日が同年12月12日となっていることが確認できる。 

また、申立人は、申立期間当時の保険料の納付方法、納付場所、納付金額

等の記憶が曖昧
あいまい

であり、申立人が、申立期間の保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



埼玉国民年金 事案 1517 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 56 年９月から 60 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56 年９月から 60 年３月まで 

    (株)Ａを退職後、Ｂ社に入社した。しかし、同社は厚生年金に加入し

ていないので国民年金に加入してくださいと言われ、国民年金の加入手

続を行い保険料を納付していた。申立期間が未納となっていることに納

得がいかない。   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ｃ市役所で国民年金に加入し、その後Ｄ市に転居し、（株)Ａ

を退職後、厚生年金未加入のＢ社に入社した際に、国民年金の住所変更届

を行い、国民年金保険料は申立人の妻が納付書により毎月納付したとして

いるが、申立人が所持している年金手帳には昭和61年５月31日付けでＤ市

の住所が記載されている上に、申立期間当時の保険料はＤ市によると３か

月毎に納付することとされていたことから、申立内容とは相違している。 

また、申立人の国民年金保険料を納付したとする申立人の妻は保険料等納

付に係る記憶が曖昧
あいまい

であり、加えて、申立人が申立期間の保険料を納付した

ことを示す関連資料(家計簿、確定申告書等)が無いため、その納付状況は不

明である。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



埼玉国民年金 事案 1518 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 46 年１月から 47 年３月までの期間及び 53 年７月から同年

９月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 46 年１月から 47 年３月まで 

             ② 昭和 53 年７月から同年９月まで 

     申立期間の国民年金保険料の納付記録が無いとのことだが、国民年金に

加入してから、保険料をずっと納めてきた。Ａ区やＢ市（現在は、Ｃ市）

に転居したので、納付記録が転居により抹消又は喪失しているのではない

か。間違いなく保険料を納付しているので、申立期間が未納であるのは納

得できない。         

  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、会社退職後自分で国民年金の加入手続を行い、申立期間①及

び②の国民年金保険料を納付したとしているが、申立期間①及び②の保険

料額、納付方法、納付場所等の具体的な記憶が無く、保険料の納付状況等

が不明である上、申立人が申立期間①及び②の保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無い。 

   また、申立人とその妻の国民年金手帳記号番号は、昭和 47 年９月５日に

夫婦連番で払い出され、申立人は、厚生年金保険資格喪失時にさかのぼっ

て国民年金の資格を取得しており、申立期間①は過年度納付を行うことと

なるが、申立人及びその妻共に過年度納付した記憶が無い上、別の国民年

金手帳記号番号が払い出された事情は見当たらない。 

   さらに、申立期間②について、申立人の妻は、申立期間②の前後の国民

年金保険料を申立人の保険料と一緒に郵便局で納付したとしているが、出



産のため、保険料を納付できなかった可能性があると述べているところ、

社会保険庁の記録では、申立人及びその妻が共に申立期間②は未納となっ

ている。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



埼玉国民年金 事案 1519 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成６年７月から７年１月までの期間及び同７年３月の国民年

金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住    所 ：                   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成６年７月から７年１月まで 

 ② 平成７年３月 

国民年金保険料の納付記録について照会申出をしたところ、納付事実の

確認ができない旨の回答をもらったが、申立期間が未納とされていた。平

成６年７月から７年１月と７年３月は自営業で仕事も好調であり未納で

あるはずがなく、未納とされていることに納得がいかない。当時１万 1,000

円相当をＡ区役所Ｂ出張所かＣ郵便局で納付していたことを覚えている。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間について、国民年金保険料を納付したと主張してい

るが、申立人が保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定

申告書等）が無い。 

また、申立人が国民年金保険料の納付を裏付ける関連資料として、普通預

金・納税準備預金・従業員預り金取引推移一覧表の提出があるが、申立期間

当時のものでは無く納付を裏付ける資料とならない。 

さらに、申立人は、申立期間のほかにも、国民年金の強制加入対象期間で

ありながら未納や未加入期間が散見され、申立人の配偶者についても、申立

期間を含め未納期間が見受けられる。 

加えて、夫婦で同じ場所で同じ日に納付したとしているが、納付日がわか

るのは平成 15 年１月から 17 年６月の期間であり、16 年４月から 17 年３月

の１年間は別々の納付である。 

  これらの申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判



断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認める

ことはできない。 

 



埼玉国民年金 事案 1521 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和41年 11月から43年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることができない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41 年 11 月から 43 年３月まで 

    年金記録を確認したところ、申立期間について未納とされていたが、 

   申立期間の国民年金保険料については、母親が納付していたはずで納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ市国民年金手帳記号番号払出簿による国民年金手帳記号番号の払出日

は昭和 43 年 11 月ごろと確認できることから、その時点では申立期間は現

年度納付できない期間であり、申立人は、申立期間に係る国民年金手帳検

認記録欄の切離し箇所にある割印をもって、保険料納付の証拠ではないか

と主張しているものの、当該割印は、通常、不使用の検認欄の切離しの際

に押されるものであり、過年度納付したことをうかがわせる事情も見当た

らない。 

   また、申立人の母親が申立人の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、母親は既に亡くなっており、

当時の国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 

 



埼玉国民年金 事案 1525 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年４月から 42年３月までの国民年金保険料については、 

  納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月から 42 年３月まで 

    年金記録を確認したところ、申立期間について未納とされていたが、

同期間の国民年金保険料は、父親が他界した後、昭和 45 年ごろ母親が年

金保険料を納付するようにと言って渡してくれたお金で一度に納付した

はずであり、未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料を昭和 45 年ごろ一度に納付したは

ずであると主張しているが、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出され

たのは 48 年６月ごろと推定され、この時点では申立期間の保険料は時効に

より納付できない上、別の手帳記号番号が払い出されていた周辺事情は見

当たらない。 

   また、申立人の昭和 42 年４月から 48 年３月までの期間の国民年金保険

料は、第三回特例納付で納付していることが特殊台帳で確認できることか

ら、この特例納付で申立期間の保険料も納付したものと認識した可能性も

考えられる。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 572 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間における標準報酬月額については、訂正する必要は認

められない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 35 年６月１日から 60 年 12 月 31 日まで 

    申立期間当時勤務していた有限会社Ａにおいて、社会保険事務所に対

し、給与が本来よりも少ない額で申告されている。在職期間中の給与

明細書があるので、標準報酬月額の相違を認めて、記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間のうち、昭和 35 年６月から 41 年６月までの間については、

申立人は給与明細書を保管していないとしており、事業主も申立期間当

時の関係資料は無いとしていることから、申立内容の事実関係を確認す

ることはできない。 

２ 昭和 41 年７月から 60 年 12 月までの間において申立人から提出があ

った給与明細書 187 か月分のうち、117 か月分は有限会社Ａにより発行

年月の記載(同一月の記載があるものが２か月分)があり、57 か月分は

申立人が記憶を基に後日欄外に明細書の発行年等を手書きしたもの、13

か月分は発行年月が空欄等となっている。 

これら給与明細書のうち、発行年月の記載のある 117 か月分の給与明

細書について、事業主の申立当時の厚生年金保険料の控除方法が不明で

あるため、保険料の控除方法を翌月控除とした場合及び当月控除とした

場合に分け、厚生年金保険料控除額を基に算定した標準報酬月額と社会

保険庁の記録上の標準報酬月額を照合したところ、厚生年金保険料控除

方法が翌月控除とした場合には 115 か月(同一月が２枚ある２か月分を

除く)中 113 か月分について、当月控除とした場合には 115 か月中 105

か月分について、両者が一致していることが確認できる。 



                      

  

なお、同一月が２枚ある２か月分についても、発行年月の記載がない

別の月と仮定して上記と同様に照合したところ、すべて一致する。 

また、発行年月が空欄等で不明な 13 か月についても発行年月の記載

のない別の月と仮定して上記と同様に照合したところ、すべて一致する。 

さらに、発行年が有限会社Ａによって記載されず、申立人が後日欄外

に発行年を手書きしたとする給与明細書 57 か月分について、上記と同

様に照合した結果、社会保険庁の記録上の標準報酬月額と一致する月は

無い。しかしながら、申立人が主張する発行年と異なる年の同一月に当

てはめて同様の照合を行ったところ、翌月控除とした場合には 57 か月

中 49 か月分が一致し、当月控除とした場合には 57 か月中 56 か月分が

一致していることが確認できる。 

なお、翌月控除、当月控除のいずれの控除方法でも一致しない月が１

か月みられるが、これについては当該月の前後の月の保険料額と異なっ

た金額となっており、金額に整合性がないことから、事業主による計算

間違いの可能性を否定できない。    

  ３ このほか、社会保険事務所が保管する有限会社Ａに係る事業所別被保

険者名簿の申立期間中の標準報酬月額は、社会保険庁のオンライン記録

と一致するなど、申立に係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は

見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断す

ると、申立人の標準報酬月額として認定される額と社会保険庁の記録

上の標準報酬月額の相違は確認できないことから、記録を訂正する必

要は認められない。 

     



                      

  

埼玉厚生年金 事案 573 

 

第 1 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第 2 申立の要旨等 

  1  申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

  2  申立内容の要旨 

     申 立 期 間 ： 昭和 44 年１月 10 日から同年３月 30 日まで 

厚生年金保険の加入記録について社会保険事務所に照会したところ、

株式会社Ａに勤務していた昭和 44 年１月 10 日から同年３月 30 日まで

の期間について、厚生年金保険に未加入との回答があった。保険料控

除を確認できる給与明細書等は無いが、申立期間は同社に勤務してい

たので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第 3 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が保管する株式会社Ａに係る健康保険厚生年金保険被

保険者名簿には、申立人の氏名は確認できず、申立期間の健康保険証番

号にも欠番は認められない。 

なお、雇用保険の加入記録においても株式会社Ａにおける申立人の記

録は確認できない。 

また、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

さらに、申立ての株式会社Ａは既に解散し、当時の事業主も他界して

証言を得ることができず、申立内容に係る事実を確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 574 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 大正 13 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 24 年４月１日から 26 年４月 1 日まで 

    申立期間は、Ａ地に勤務していた。厚生年金保険に加入していたと思

うので、当該期間について、被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間当時、Ａ地に勤務する日本人従業員については、Ｂ事務所が労

務管理業務を行っており、社会保険事務所が保管する同事務所に係る健康

保険厚生年金保険被保険者名簿を、申立期間について確認したが、申立人

の氏名は無く、同名簿において健康保険の番号の欠落も無い。 

また、Ｃ局は、同局が保管する従業員カードの中に申立人の氏名は無

いとしているなど、申立てに係る事実を確認できる関連資料、周辺事情

は見当たらない。 

   さらに、Ｂ事務所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿で、Ａ地に

勤務し、昭和 24 年４月１日に資格取得したことが確認できる者２名に照

会したが、申立内容の事実を確認できる証言を得ることはできなかった。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 575 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日  ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： ① 昭和 24 年４月から 25 年３月まで 

             ② 昭和 30 年１月から同年 11 月まで 

    厚生年金保険の加入記録について照会したところ、申立期間について

厚生年金保険に加入していた事実が無い等の回答を社会保険事務所から

もらった。申立期間①については中学校卒業後の昭和 24 年４月にＡ株

式会社へ入社し、申立期間②については母が入院後の昭和 30 年 1 月に

同社へ再入社したと記憶しているので、申立期間について被保険者であ

ったことを認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、同僚の氏名、職種等を具体的に記憶しているこ

とから、当時申立人がＡ株式会社に勤務していたことはうかがわれる。し

かしながら、社会保険事務所が保管するＡ株式会社の健康保険厚生年金保

険被保険者名簿により、申立人の厚生年金保険の被保険者資格取得日が昭

和 25 年４月１日であり、それに訂正の痕跡が無いこと、申立期間におい

て申立人の記録が無く、健康保険の番号が連番で払い出され欠番の無いこ

とが確認できる。 

申立期間②については、母が入院後の昭和 30 年 1 月に同社へ再入社し

たと主張しているところ、社会保険事務所が保管するＡ株式会社の健康

保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立人の厚生年金保険の被保険

者資格取得日が昭和 30 年 12 月１日であり、それに訂正の痕跡が無いこ

と、申立期間において申立人の記録が無く、健康保険の番号が連番で払

い出され欠番の無いことが確認できる。 

また、申立期間①及び②について、申立人が厚生年金保険料を事業主

 



                      

  

により給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書、源泉徴収

票などの資料は無い。 

このほか、当該事業所は既に全喪し、当時の事業主も既に死亡してお

り、申立内容に係る同僚の証言も得られず、申立てに係る事実を確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 576 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

  

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35 年５月１日から同年７月１日まで 

厚生年金保険の加入記録について照会したところ、申立期間につい

て厚生年金保険に加入していた事実が無い旨の回答を社会保険事務所

からもらった。昭和 35 年２月１日にＡ社（以下「Ｂ社」という。）に

入社し、同年 11 月１日の退職日まで同社に継続勤務していたので、申

立期間について被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険事務所が保管するＢ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

より、申立人が厚生年金保険の被保険者資格を昭和 35 年２月１日に取得

し、同年５月１日に喪失しており、それに訂正の痕跡が無いこと、申立期

間において申立人の記録が無く、健康保険の番号が連番で払い出され欠番

の無いことが確認できる。 

また、申立期間について、申立人が厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていた事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票などの

資料は無い。 

このほか、当該事業所は既に全喪し、当時の事業主も既に死亡してお

り、申立内容に係る同僚の証言も得られず、申立てに係る事実を確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 577 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日 ： 昭和 18 年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立  期 間 ： 昭和 41 年ごろから 44 年２月まで 

厚生年金保険の加入記録について照会したところ、申立期間について

厚生年金保険に加入していた事実が無い旨の回答を社会保険事務所から

もらった。当時はＡ株式会社（現在は、Ｂ株式会社。以下同じ。）で事

務の仕事をしていたので、申立期間について被保険者であったことを認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及び同僚の証言等により、申立人が申立期間当時Ａ株式

会社に勤務していたことは確認できる。  

しかしながら、社会保険事務所が保管するＡ株式会社の健康保険厚生

年金保険被保険者名簿により、申立期間において申立人の記録が無く、

健康保険の番号も連番で払い出され欠番の無いことが確認できる。 

また、申立期間について、申立人が厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていた事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資

料も無い。 

このほか、事業主に照会するも、申立人に係る人事記録、賃金台帳等

は保管されておらず、申立内容に係る同僚等の証言も得られず、申立て

に係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 580 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ①  昭和 35 年 12 月１日から 36 年３月 31 日まで 

  ②  昭和 36 年４月７日から 37 年３月５日まで 

  ③  昭和 38 年 12 月１日から 45 年 10 月 26 日まで 

    結婚し姓が変わったため住所と氏名を変更するため社会保険事務所へ

行っただけなのに、厚生年金保険被保険者証に脱手の印を押されてい

たとは思いませんでした。年金をもらう手続をした際に脱退手当金が

支給されていたことを知りました。私は脱退手当金の請求はしていま

せん。申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の氏名は、昭和 46 年８月 13 日に旧姓から新姓に氏名変更されて

いることが申立人の厚生年金保険被保険者名簿から確認できるが、申立人

が現在も所持している厚生年金保険被保険者証に「Ａ46．８．13 脱手」

と押印されていること及び申立期間の脱退手当金が 46 年８月 26 日に支給

決定されていることを踏まえると、脱退手当金の請求に併せて氏名変更の

手続が行われたと考えるのが自然である。 

また、申立人の被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味する「脱」

の表示が記されており、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても請求・受給した記憶が無いというほかに

脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 583 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認

めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

        基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28 年 10 月９日から 30 年８月 15 日まで 

私は(株)Ａに昭和 28 年 10 月９日に入社し、31 年４月 10 日に退職し

た。社会保険事務所の記録では、28 年 10 月９日から 30 年８月 15 日ま

での期間が、厚生年金保険に未加入となっていた。 

申立期間は加入していたものと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間に(株)Ａに在籍していたことを証明する労働者名簿等

の関連資料が無く、申立人が提出した同僚との写真も同社に勤務していた

と推認されるものの時期については確認できず、申立期間に厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等

の関連資料も無い。 

また、社会保険事務所が保管する同社の健康保険・厚生年金保険被保険

者名簿では、申立期間について、申立人の氏名を確認することができない。 

さらに、健康保険・厚生年金保険被保険者名簿において確認できる被保

険者数名に対し、各自の入社時期について調査したところ、いずれも厚

生年金保険被保険者資格の取得日よりも十数ヶ月前を入社時期として記

憶していたことから、当該事業所においては、入社後一定期間が経過し

た後に厚生年金保険に加入させていたとの供述を得ることができた。 

   このほか、申立て内容に係る事実を確認できる雇用保険等の関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

   これらを総合的に判断すると、申立人が、申立期間において厚生年金保

険の被保険者であったと認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 584 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40 年 10 月１日から 41 年４月１日まで 

             ② 昭和 46 年４月 16 日から同年９月１日まで 

    社会保険庁の記録では、昭和 40 年 10 月から 41 年３月までと 46 年４

月から同年８月までの記録が無いが、40 年 10 月１日から 41 年３月 31

日まではＡ地の有限会社Ｂで、また、46 年４月 16 日から同年８月 31

日まではＣ地のＤ株式会社Ｅにおいて勤務し、在職期間は厚生年金保険

料を控除されていたのを憶えているので、この期間について被保険者で

あったことを認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、元上司及び同僚の証言により、申立人が申立

期間に有限会社Ｂにおいて勤務していたことがうかがわれる。 

    しかしながら、社会保険事務所が保管する有限会社Ｂの健康保険厚生

年金保険被保険者名簿には申立人の氏名は見当たらず、欠番も確認でき

ない。 

    また、同時期に当該事業所に勤務していたとされる元上司は、申立人

が当該事業所に入社する際、賃金及び社会保険等の雇用条件について申

立人に説明したことから、申立人は、厚生年金保険に加入していた筈で

あるとしているが、元上司が雇用条件について説明したとする他の従業

員の中には、申立人と同様に厚生年金保険被保険者としての記録が存在

しない者が確認でき、かつ、申立人の雇用保険の加入記録もない。 

    さらに、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料控除については、申

立人は控除されていたとするものの、明確な記憶が無く、また、これを

確認できる関連資料及び周辺事情も無い。 



                      

  

加えて、当該事業所は既に全喪しており、かつ、元事業主は病気入院

中であることから証言を得ることができず、申立内容を確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料及び周辺事情等を総合

的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めること

はできない。 

     

  ２ 申立期間②については、申立人が勤務していたとするＤ株式会社Ｅは、

社会保険庁の記録では、厚生年金保険の適用事業所であったとする記録

が確認できない。 

また、申立人の当該事業所における雇用保険の加入記録は無く、かつ、

申立人が申立期間において事業主により厚生年金保険料を給与から控除

されていた事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立に係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料及び周辺事情等を総合

的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めること

はできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 585 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日 ： 昭和 22 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立  期 間 ： 平成３年３月 25 日から５年３月 25 日まで 

社会保険事務所に被保険者記録照会をしたところ、Ａ社に勤務してい

た平成３年３月 25 日から５年３月 25 日までの間の加入記録が無いこと

がわかった。同期間は厚生年金保険料を給料から天引きされていたと思

っていたし、同じ期間に同じ勤務形態で勤務していた同僚は、厚生年金

保険に加入している。当該期間が未加入とされていることに納得できな

い。被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が提出した給与振込のために事業主が開設した銀行口座の通帳及

び同口座への給与振込の実績、Ａ社における勤務形態に関する供述、並び

にＡ社社員寮への入寮に関する同僚からの証言により、申立人がＡ社に勤

務していたことは推認できる。 

しかし、事業主は、申立人の申立内容のとおり資格取得、喪失の届出を

行っていないと回答しているところ、申立期間に係る同社保管の健康保

険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書には、申

立人の氏名が無いことが確認できる。 

また、事業主は申立人に係る厚生年金保険料の納付もしていないと回答

しているほか、申立期間に係る雇用保険の加入記録も確認できなかった。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 586 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日 ： 昭和 12 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立  期 間 ： 昭和 35 年４月 10 日から 37 年３月 20 日まで 

社会保険事務所に被保険者記録照会をしたところ、Ａ所（正しくは

「Ｂ所」）で勤務していた昭和 35 年４月 10 日から 37 年３月 20 日まで

の間の加入記録が無いことがわかった。 

同僚であったＣさんは年金を受給しており、Ｄさんは一時金を受給し

たと聞いている。同じ条件で働いていたが、申立期間について私だけが

未加入となっていることに納得できない。被保険者であったことを認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間においてＢ所に勤務していたと申し立てているとこ

ろ、申立事業所は昭和 45 年 12 月に全喪した後、合併・解散していること

から、申立人が勤務していたことを確認できる関係資料が無い。 

また、当該事業所の元経理担当者は、申立人の給料計算及び厚生年金保

険の資格得喪に係る届出書類については作成していないとしている上、申

立期間の健康保険・厚生年金保険事業所別被保険者名簿では欠番もなく、

被保険者であったことが確認できない。 

さらに、同僚に照会したところ、勤務していたとしている者、勤務して

いたことがないとしている者各１名の他は不明としている者４名となって

おり、申立人が当該事業所で勤務していたことについて確認できない。 

加えて、申立期間に係る厚生年金保険料についても控除をうかがわせる

関係資料がなく、事業主による厚生年金保険料の控除についても記憶が曖
あい

昧
まい

である。 



                      

  

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 587 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日  ： 昭和 43 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間  ： ① 平成元年５月 20 日から同年７月 20 日まで 

             ② 平成元年９月１日から同年 10 月 20 日まで 

    平成元年５月 20 日から同年７月 20 日まで及び同年９月１日から同年

10 月 20 日までの期間はいずれもＡ職として勤務し、厚生年金保険料を

控除されていた記憶があるので、その期間について、厚生年金保険の被

保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が①及び②の申立期間に申立事業所に勤務していたことは、Ｂ事

務所が発行した在職証明書及びＣ校の校長が確認したとしている申立人の

履歴書により確認できる。 

   しかしながら、申立事業所からの照会回答によれば、当時の申立事業所

は、職員の採用当初の辞令による勤務期間が２か月を超えない場合は、厚

生年金保険の適用対象外として取り扱っていたとしており、申立人につい

ても、当初の採用辞令が①の期間は平成元年５月 20 日から同年７月 19 日

まで、②の期間は同年９月１日から同年 10 月 19 日までと、それぞれ２か

月を超えないため、申立期間は厚生年金保険の適用対象外として扱ったと

している。 

   また、申立人は申立期間の厚生年金保険料を給料から控除されていた記

憶があると主張しているが、これを確認できる給与明細書等の資料が無い

ことから、申立人が給与から厚生年金保険料を控除されていたことを確認

することができない。 

   さらに、申立期間に係わる雇用保険の記録は確認できない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、



                      

  

申立人が厚生年金被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

    



                      

  

埼玉厚生年金 事案 588 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日  ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間  ： 昭和 53 年１月から 57 年 12 月まで 

    昭和 52 年 12 月から 57 年 12 月までの厚生年金保険の加入期間につい

て照会したところ、加入期間が１か月しか確認できなかった。この期間

は、Ａ(株)に５年間勤務していた。申立期間が厚生年金保険に未加入と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   当時の同僚の証言により、申立人が申立期間当時にＢ社（現在は、Ａ

(株)）に在籍していたことはうかがわれる。しかしながら、社会保険事務

所が保管するＢ社の被保険者原票により、昭和 52 年 12 月の１か月につい

ての加入記録はあるものの、申立期間については、申立人の記録が無いこ

とが確認できる。 

また、当時の複数の同僚が、同社では請負契約で仕事をしていた者が

いたと証言しており、当該同僚の中には、申立人が下請で勤務していた

との証言がある。 

さらに、社会保険庁の記録により、申立人は申立期間中の昭和 55 年６

月 30 日に、40 年４月から 52 年 12 月までの間の国民年金保険料を特例

納付し、56 年１月に 53 年１月から 55 年３月までの間の保険料を過年度

納付していることが確認できることから、当時の申立人は厚生年金保険

へ加入していないことを承知していたものと考えるのが自然である。 

加えて、申立期間について厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていた事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無い。 

その上、申立事業所は既に全喪し、当時の事業主も死亡しており、申

立内容に係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



                      

  

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 590 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 37 年５月１日から 40 年４月１日まで 

② 昭和 40 年４月１日から 41 年８月１日まで         

 社会保険庁の記録では脱退手当金を受給したことになっているが、当

時の職場である株式会社ＡのＢに勤務していた同僚に連絡をしたところ、

脱退手当金を受給していないと聞き、私一人だけが受け取ったとは考え

づらい。 

脱退手当金を受給していないことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の被保険者原票には、脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示

が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤

りは無く、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 591 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 18 年４月１日から 20 年８月 22 日まで          

 社会保険庁の記録では、昭和 18 年４月１日から 20 年８月 22 日まで

のＡ株式会社Ｂ所に勤務している期間について、脱退手当金を受給した

ことになっているが、同僚であった先輩・後輩共、同事業所に勤務して

いた期間は、年金として支給を受けており、私も脱退手当金を受給した

覚えがない。脱退手当金を受給していないことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の被保険者名簿には、「終戦 49.3」と記されているが、当時の厚

生年金保険法第 49 条の３には例外的な脱退手当金の支給要件が規定され

ており、この条文が適用される場合として同法施行令第 22 条の２第４号

に「戦争終結ニ依ル事業所ノ廃止、休止又ハ縮小ニ因リ被保険者ガ其ノ資

格ヲ喪失シタルトキ」等と規定されていることから、申立人の脱退手当金

は事業所がこれらの条文の規定に該当したことによって支給決定されたも

のと推認できる。 

また、被保険者名簿には、脱退手当金に係る「被保険者期間」、「支給

日」及び「支給額」についても記されている上、厚生年金保険被保険者旧

台帳にも、脱退手当金が支給されたことを意味する表示が記されている。 

さらに、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りはなく、申立

期間に係る厚生年金保険資格喪失日から約３か月後の昭和 20 年 11 月 21

日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 592 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30 年６月 28 日から 37 年 12 月 29 日まで 

 平成 16 年８月９日に社会保険事務所に年金の手続きに行ったら、脱

退手当金をもらったことになっていた。実際は、Ａ社を昭和 37 年 12 月

29 日に退社して、その後、38 年１月 11 日にＢ社へ入社したが、Ａ社を

退社した日から 14 日以内に働き始めたので脱退手当金を返すようにＣ

社会保険事務所から手紙が来たので、その手紙を持って自分で社会保険

事務所に返しに行った。脱退手当金は昭和 38 年３月中頃までには返し

ており、５万円返していると記憶している。 

 また、支給日が昭和 38 年５月 21 日となっているが、５月７日には結

婚してＤ区に住んでいた。あきらかに支給日、支給額が違っている。脱

退手当金は受給後に返納し受け取っていないので、当該期間の脱退手当

金の支給記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社を退職後に一旦脱退手当金の支給を受けたが、退職後 14

日以内に就職したので、社会保険事務所から脱退手当金を返すように手紙

が来て、昭和 38 年３月中頃までに返したとしているが、脱退手当金を社

会保険事務所へ返納したとする事実を確認できる領収書等の資料は無い。 

また、脱退手当金は旧姓で支給されているとともに、Ａ社からは｢退職

者に対し脱退手当金の代理請求を行っていた。｣との回答があり、申立人

も｢退職時に会社に頼んだと思う。｣としているところ、申立人は、返却し

たとする金額については覚えているが、脱退手当金をいつ頃どこから支給

されたのか覚えておらず、かつ、支給された脱退手当金の額（１万 4,840

円）と返却したとする金額（５万円）には大きな差がある。 



                      

  

さらに、Ａ社での申立人の厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金

が支給されたことを示す｢脱｣の表示があり、かつ、申立期間の脱退手当金

は、支給額に計算上の誤りは無く、厚生年金保険資格喪失日から約５か月

後の昭和 38 年５月 21 日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不

自然さはうかがえない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 593 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42 年２月 27 日から同年６月 28 日まで 

             ② 昭和 42 年７月 10 日から 47 年９月 26 日まで 

 自分の厚生年金の受給資格を調査のため以前勤めていた勤務先をＡ社

会保険事務所で調べてもらった結果、昭和 42 年２月 27 日から 47 年９

月 26 日まで働いていたＡ社とＢ社での被保険者期間について、本人の

知らないところで脱退手当金が請求され支給されていることが判明した。

被保険者証を会社からもらっていなかったので、この間は、厚生年金に

加入しているとは思っていなかったが、念のため受給資格を確認するた

め年金手帳の基礎番号と統合してわかった。脱退手当金の請求を誰が行

ったのかＣ社会保険事務所にて閲覧を希望したが、コンピューターに入

力されているのは、支給日と金額のみで、その他は不明であるとの回答

である。このような重要な記録を残さなかったのは社会保険庁の不手際

であるので、調査の上、善処をしてもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所に保管されている申立期間に係る脱退手当金裁定請求書、

添付された退職所得申告書等の書類及び脱退手当金計算書により、申立人

の記名押印が確認できることから、脱退手当金の請求に申立人が関与して

おり、かつ、申立人の当時の住所地を管轄するＤ郵便局に国庫金として送

金されたことが推認できる。 

また、Ｂ社での申立人の厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当金が

支給されたことを示す｢脱手 47.12.25｣の押印があり、かつ、申立期間の脱

退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険

資格喪失日から約３か月後の昭和 47 年 12 月 25 日に支給決定されている

など、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 594 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和35年６月１日から43年４月30日まで 

        昭和35年６月１日から有限会社Ａに勤務しましたが、退職の際に何も

いただいていません。この期間を厚生年金保険の被保険者期間に認め

てほしいです。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険事務所が保管する有限会社Ａの健康保険厚生年金保険被保険者

名簿に、脱退手当金の支給手続を示す「脱」に丸印がしてあり、同名簿の

記録から脱退手当金の支給決定が行われていることが確認できるとともに、

申立人の申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期

間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日から約３か月後の昭和43年８

月２日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえ

ない。 

また、当時の事業主の妻や同僚、及び有限会社Ａの社会保険事務の委託

を受けていた社会保険労務士事務所に照会をしたが、脱退手当金の手続に

ついて記憶や記録が無いとしているほか、申立人から聴取しても受給した

記憶が無いというほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる

事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 595 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 29 年３月 25 日から 39 年 10 月 16 日まで   

社会保険事務所で確認したところ、株式会社Ａで厚生年金保険に加

入していた期間については、脱退手当金が支給されていることになっ

ているが、自分で脱退手当金を請求したことも脱退手当金を受け取っ

たこともないので調査をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示

が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤

りは無く、申立期間に係る厚生年金保険資格喪失日から約２か月後の昭和

39 年 12 月 21 日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さ

はうかがえない。  

 また、申立人の回答でも請求・受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。  

 これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 596 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男    

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39 年 11 月頃から昭和 42 年（月不明）まで 

    社会保険庁の記録では、有限会社Ａに勤務していた期間が欠落してい

る。会社在職中は厚生年金保険と健康保険の保険料が毎月給与から控

除されていた。当該期間について厚生年金保険の被保険者期間に訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  複数の同僚の証言により申立人が申立期間に係る有限会社Ａに勤務して

いたことは認められるが、同社は厚生年金保険の適用事業所ではなかった

ため、申立期間に係る申立人の厚生年金保険の加入記録は確認することが

できない。 

また、申立期間当時の事業主、同僚についての年金加入状況をみると国

民年金に加入していることが確認できる。 

さらに、厚生年金保険料が給与から控除されていたことを確認できる関

連資料及び周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、 

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

     

 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 597 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 24 年 11 月１日から 26 年７月９日まで 

    死亡した夫の厚生年金加入期間について、昭和 24 年 11 月１日から

26 年７月９日まで厚生年金保険に加入していた事実が無いことが判明

した。生前の状況からどこかに勤務していたことを信じますのでこの

空白期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、申立人の妻は、生前の夫から結婚前はＡ株式会社、

Ｂ株式会社（現在はＣ株式会社）に勤務していた以外の勤務事業所等は

聞いておらず、事業所名、事業所所在地及び在職期間のいずれも特定で

きない。 

また、Ａ株式会社は昭和 24 年 11 月１日に全喪しているほか当時の同僚

の証言も得ることができず、申立内容を確認できる関連資料及び周辺事情

は見当たらないうえ、Ｂ株式会社の従業員記録等証明書により、申立人の

同社における勤務期間は、社会保険庁の厚生年金保険の加入記録とほぼ一

致していることが確認できる。 

さらに、申立人は死亡しており、申立人の兄弟は既に亡く、当時の同僚

も不明であることから申立てに係る事実を確認することは困難である。 

加えて、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことを確認できる関連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 598 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 20 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年２月 21 日から同年４月８日まで 

    平成４年２月 21 日から同年４月８日まで、Ａ株式会社に勤務したが、

当時給与明細に社会保険料の記載があったと思うので、被保険者であっ

たことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ株式会社代表取締役からの回答によれば、申立人の申立期間に係る勤

務実態はなく、保険料控除もしていないとしている。 

   また、勤務実態を確認できる人事記録等の資料や、保険料控除に係る事

実を確認できる関連資料（給与台帳等）は無い、さらに、事業主及び申立

人と同時期に在職していた者は、申立人について曖昧
あいまい

な記憶しか無く、申

立内容の事実を確認できる証言を得ることもできなかった。 

   さらに、雇用保険の加入記録によれば、申立期間は雇用保険の被保険者

とはなっていない。   

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 599 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52 年６月１日から昭和 53 年８月 31 日まで 

    社会保険庁の記録によれば、Ａ株式会社に勤務していた期間が厚生年

金保険未加入になっている。 

昭和 52 年６月１日から昭和 53 年８月 31 日までの期間、間違いなく

Ａ株式会社に勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の勤務していた事業所及び同僚等の回答から、申立人が申立期間

に当該事業所に勤務していたことは推認できるが、申立期間中に勤務して

いたとするＡ株式会社は、社会保険庁の記録から昭和 54 年４月１日に厚

生年金の適用事業所となっており、申立期間当時は適用事業所ではなかっ

たことが確認できる。 

また、事業所よりの回答により昭和 54 年４月１日に厚生年金の新規適

用の届けをしていること、申立人の同僚等も申立期間は、厚生年金保険に

加入していないこと等から申立期間に係る厚生年金保険料は控除されてい

ないものと推認される。 

さらに、雇用保険の加入記録によれば、申立期間は雇用保険の被保険者

とはなっていない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 600 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 31 年５月 20 日から 32 年７月１日まで 

    (有)Ａには、昭和 27 年 12 月から 34 年１月１日まで継続勤務してい

た。しかし、社会保険庁の記録では昭和 31 年 5 月 20 日に喪失し、32

年 7 月１日に再取得したとの記録になっている。間違いなく継続勤務し

ていたので調査の上、当該期間を厚生年金被保険者期間として認めて欲

しい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は同僚の証言により有限会社Ａに継続して勤務していたことは

うかがわれるが、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

た事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

また、健康保険厚生年金保険被保険者名簿で申立期間に係る全被保険

者 10 名の喪失及び取得時期を確認すると、事業主及び監査役を除く８名

の被保険者が申立人と時期をほぼ同じくして被保険者資格を喪失し、そ

の後申立人と同時期に再取得（退職者１人を除く）している事実が確認

できることから、事業主が何らかの意図をもって被保険者資格を同一時

期に喪失させ、その後同一時期に再取得したと推認せざるを得ない。 

さらに、有限会社Ａは昭和 57 年に全喪し、事業主は既に死亡しており

関連資料を廃棄していることから、申立に係る事実を確認できない。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 601 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 33 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 54 年４月１日から 59 年４月１日まで 

    昭和 54 年４月１日から 63 年１月 31 日まで株式会社Ａに継続勤務し

ていたが、社会保険庁に照会したところ、昭和 54 年４月１日から 59 年

４月１日までの厚生年金保険被保険者期間の記録がないとの回答を受け

た。しかし、健康保険被保険者証の発行を受けた記憶がある。これは、

社会保険に加入していたということではないか。当該期間について厚生

年金保険被保険者期間として認めて欲しい。 

      

第３ 委員会の判断の理由 

同僚の証言により、申立人が申立期間に株式会社Ａに勤務していたこ

とはうかがわれる。 

しかし、事業主からは申立どおりの資格取得及び喪失の届出は提出し

ていないとの回答を受けているほか、事業主から提供された「厚生年金

保険加入者台帳」により昭和 54 年４月１日付けの厚生年金保険資格取得

者 196 名を確認したところ、その中に申立人の氏名はなく、整理番号は

連番になっており欠番もなく、被保険者原票照会回答票とも一致してい

る。 

また、同社の人事記録において昭和 54 年４月１日付け学卒入社 171 名

の氏名を確認したところ、申立人の氏名は無く、Ａ健康保険組合では、

申立人が申立期間に被保険者となった事実は無いとしている。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 


